
[

資
料]『

教
民
榜
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キ
ー
ワ
ー
ド

『

教
民
榜
文』

里
甲

老
人

教
化

は

し

が

き

本
稿
は
、『

教
民
榜
文』

の
序
文
に
相
当
す
る
部
分
か
ら
第
二
〇
条
ま
で
を
訳
出
し
た

｢『

教
民
榜
文』

訳
注
稿

(

上)｣
(『

文
学
部
論
叢

(

熊
本
大
学)』

八
二
、
二
〇
〇
四
年)

に
つ
づ
き
、
残
り
の
第
二
一
条
か
ら
第
四
一
条
と
末
尾
の
部
分
を
訳
出
す
る
。

上
篇
に
つ
い
て
は
、
中
島
楽
章
氏

(

九
州
大
学
人
文
科
学
研
究
院)

を
は
じ
め
と
す
る
諸
氏
か
ら
私
信
に
て
貴
重
な
ご
教
示
・
ご
意
見
を

い
た
だ
い
た
。
私
信
を
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ご
教
示
・
ご
意
見
を
受
け
て
、
底
本
の
校
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訂
な
ど
修
正
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
が
、
修
正
は
機
会
を
改
め
て
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
底
本
に
つ
い
て
は
、
上
篇
と
の
統

一
性
を
考
慮
し
て
、
ひ
き
つ
づ
き
楊
一
凡
・
宋
國
範
両
氏
に
よ
る
点
校
本

(

劉
海
年
・
楊
一
凡
総
主
編

『

中
国
珍
稀
法
律
典
籍
集
成』

乙
編
第

一
冊
、
科
学
出
版
社
、
一
九
九
四
年)

を
使
用
す
る
。
上
篇
と
同
じ
く
大
方
の
御
指
教
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

凡

例

一
、
訳
注
の
底
本
に
は
、
劉
海
年
・
楊
一
凡
総
主
編

『

中
国
珍
稀
法
律
典
籍
集
成』

乙
編
第
一
冊

(

科
学
出
版
社
、
一
九
九
四
年)

所
収
の
楊
一
凡
・
宋
國
範
両

氏
に
よ
る
点
校
本
を
使
用
し
た
。
楊
一
凡
・
宋
國
範
両
氏
の
点
校
本
は
、
北
京
図
書
館
蔵

『

皇
明
制
書』

一
四
巻
明
刻
本
を
底
本
と
し
、
北
京
図
書
館
蔵

『

皇

明
制
書』

七
巻
明
刻
本
、
東
洋
文
庫
蔵

『

皇
明
制
書』

二
〇
巻
本

(

萬
暦
七
年
張
鹵
校
刊)

、
内
閣
文
庫
蔵

『

皇
明
制
書』

不
分
巻
明
刻
本
と
対
校
し
て
い
る
。

と
く
に
校
訂
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
箇
所
は

[
]

で
示
し
た
。
な
お
、
句
読
に
つ
い
て
は
、
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

一
、『

教
民
榜
文』

は
、
序
文
に
相
当
す
る
部
分
と
計
四
一
の
条
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
序
と
各
条
ご
と
に
原
文
・
訓
読
・
注
釈
・
和
訳
を
示
し
た
。
ま
た
、

閲
読
の
便
宜
の
た
め
に
、
各
条
に
【
第
○
条
】
と
通
し
番
号
を
施
し
、
筆
者
の
理
解
を
も
と
に
序
と
各
条
文
に
見
出
し
を
つ
け
た
。

一
、
原
文
に
は
旧
字
体
を
使
用
し
、
訓
読
・
注
釈
・
和
訳
に
は
基
本
的
に
新
字
体
を
用
い
た
。

【
第
二
一
条
】
逃
亡
し
た
罪
人
を
蔵
匿
し
て
は
な
ら
な
い

[

原

文]

一
、
本
里
内
遞
年
有
犯
法
官
吏
人
等
、
或
工
役
、
或
充
軍�
回
者
、
有
別
處�
來
者
、
老
人
須
要
家
至
戸
到
、
叮
嚀
告
誡
里
内
人
民
、
毋

得
隠
藏
。
將
此
等
軍
囚�
赴
官
起
解
、�
致�
年
勾
擾
、
鄰
里
親
戚
受
害
。
設�
隠
藏
在�
、
事
發
、
必
然
被
其�
累
。

[

訓

読]

一
、
本
里
の
内
に
遞
年
犯
法
の
官
吏
人
等
、
或
い
は
工
役
、
或
い
は
充
軍

(

１)

よ
り
逃
回
す
る
者
有
り
、
別
処
よ
り
逃
来
す
る
者
有
れ
ば
、
老

人
須
要

か
な
ら

ず
家
ご
と
に
至
り
戸
ご
と
に
到
り
、
叮
嚀
に
里
内
の
人
民
を
告
誡
し
、
隠
蔵
す
る
を
得
る
こ
と
毋
か
ら
し
め
よ
。
此
等
の
軍
囚
を

将
て
官
に
送
赴
し
て
起
解
し
、
連
年
勾
擾
せ
ら
れ
、
鄰
里
・
親
戚
害
を
受
く
る
を
致
す
を
免
か
れ
よ
。
設
若
も

し
隠
蔵
し
て
郷
に
在
り
、
事
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発
せ
ば
、
必
然
に
其
の
連
累
を
被
る
。

[
注

釈]

(
１)
充
軍

流
刑
の
重
い
も
の
を
充
軍
と
い
う
。『

明
律
国
字
解』

一
〇
四
頁
は
、｢

充
軍
と
は
、
軍
人
に
す
る
な
り
。
充
と
云
は
、
あ

き
ま
に
み
つ
る
意
な
り
。
軍
人
は
衛
所
に
属
し
て
、
軍
伍
に
定
ま
り
た
る
人
数
あ
る
ゆ
へ
、
一
人
な
く
な
れ
ば
軍
伍
不
足
す
る
に
よ

り
て
、
其
不
足
を
足
す
意
に
て
、
充
と
云
な
り｣

と
解
す
。
萬
暦

『

大
明
会
典』

巻
一
七
五
、
刑
部
三
、
罪
名
三

｢

充
軍｣

は
、
洪

武
二
六

(
一
三
九
三)

年
に
規
定
さ
れ
た
充
軍
の
罪
名
を
列
挙
し
て
お
り
、『

大
明
律』

巻
一
、
名
例
律

｢

徒
流
遷
徙
地
方｣

は
、

江
南
・
江
北
の
各
地
か
ら
充
軍
す
る
衛
所
を
規
定
し
て
い
る
。

[

和

訳]

一
、
そ
の
里
の
中
に
、
毎
年
、
法
律
に
違
反
し
た
官
僚
・
胥
吏
た
ち
、
労
役
刑
・
充
軍
刑
か
ら
逃
げ
戻
っ
た
者
が
い
た
り
、
他
所
か
ら
逃

げ
て
き
た
者
が
い
た
場
合
は
、
老
人
が
必
ず
家
々
を
訪
れ
、
里
内
の
人
民
を
入
念
に
訓
戒
し
、
隠
し
立
て
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
さ
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
充
軍
の
罪
人
を
官
庁
に
連
行
し
て
京
師
に
送
り
届
け
、
幾
年
も
召
喚
を
受
け
て
隣
人
や
親
戚
が
被
害
を
受
け

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
も
し
郷
村
に
匿
っ
て
い
て
、
事
が
発
覚
す
れ
ば
、
必
ず
巻
き
添
え
を
食
う
こ
と
に
な
る
。

【
第
二
二
条
】
官
僚
の
善
悪
の
監
察

(

諫
言
と
逮
捕
連
行)

[

原

文]

一
、
朝
廷
設
官
分
職
、
本
爲
安
民
。
除
授
之
際
、
不
知
賢
否
、
到
任
行
事
、
方
見
善
惡
。
果
能
公
勤
廉
潔
、
爲
民��
者
、
或
被
人
誣
陷
、

許
里
・
老
人
等�
依
大
誥
内
多
人
奏
保
、
以
憑
辯
理
。
如
有
贓
貪
害
民
者
、
亦
許
照
依
先
降
牌
内
事
例
、
再
三
勸
諫
。
如
果
不
從
、
指
陳

實
跡
、�
縛
赴
京
、
以
除
民
害
。
凡
保
奏
者
、
須
要
衆
皆
稱
善
。�
縛
者
、
須
要
衆
知
其
惡
。
務
在
多
人
、
方
見
公
論
。�
止
三
・
五
人
・

十
數
人
稱
其
善
惡
、
人
情
偏
向
、
朝
廷
難
以
准
信
。�
見
官
長
正
直
、
設
計
引
誘
貪
贓
、
或
以
贓
物
排
陷
、
妄
行�
縛
、
及
有
不
才
官
員
、

因
是
平
日
與
其
交�
賄
賂
、
卻
稱
爲
善
、
妄
來
保
奏
、
如
此�
倒
是
非
、
亂
政
壞
法
、
得
罪
深
重
、
豈
能
保
其
身
家
。
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[

訓

読]

一
、
朝
廷
官
を
設
け
職
を
分
か
つ
は
、
本
よ
り
民
を
安
ん
ず
る
が
為
に
す
。
除
授
の
際
、
賢
否
を
知
ら
ず
、
到
任
し
て
事
を
行
な
い
、
方

め
て
善
悪
を
見
る
。
果
し
て
能
く
公
勤
廉
潔
に
し
て
、
民
の
為
に
福
を
造
す
者
、
或
い
は
人
の
誣
陥
を
被
れ
ば
、
里
・
老
人
等
の

『

大
誥』

の
内
に
遵
依
し
て

(

１)

多
人
も
て
奏
保
す
る
を
許
し
、
以
て
辯
理
に
憑
る
。
如
し
贓
貪
害
民
の
者
有
れ
ば
、
亦
た
先
降
の
牌
内
の
事
例
に
照
依

し

(

２)

、
再
三
勸
諫
す
る
を
許
す
。
如
し
果
し
て
従
わ
ざ
れ
ば
、
実
跡
を
指
陳
し
、�
縛
し
て
京
に
赴
き
、
以
て
民
害
を
除
け
。
凡
そ
保
奏
す

る
者
は
、
須
く
衆
皆
な
善
と
称
す
る
を
要
む
べ
し
。�
縛
す
る
者
は
、
須
く
衆
其
の
悪
を
知
る
を
要
む
べ
し
。
務
在

か
な
ら

ず
多
人
に
し
て
、
方

め
て
公
論
を
見
る
。
若
し
止
だ
三
・
五
人
・
十
数
人
其
の
善
悪
を
称
す
る
の
み
な
れ
ば
、
人
情
偏
向
し
、
朝
廷
以
て
准
信
す
る
に
難
し
。

若
し
官
長
の
正
直
な
る
を
見
、
設
計
し
て
貪
贓
に
引
誘
し
、
或
い
は
贓
物
を
以
て
排
陥
し
、
妄
り
に�
縛
を
行
な
い
、
及
び
不
才
の
官
員

有
り
、
是
れ
に
因
り
て
平
日
其
れ
と
賄
賂
を
交
通
す
る
も
、
卻
て
称
し
て
善
と
為
し
、
妄
り
に
来
り
て
保
奏
し
、
此
く
の
如
く
是
非
を
顛

倒
し
、
政
を
乱
し
法
を
壊
れ
ば
、
罪
を
得
る
こ
と
深
重
な
り
。
豈
に
能
く
其
の
身
家
を
保
た
ん
や
。

[

注

釈]

(

１)

遵
依
大
誥
内

『

御
製
大
誥』

｢

民
陳
有
司
賢
否
第
三
十
六｣

、｢

耆
民
奏
有
司
善
悪
第
四
十
五｣

は
、〝

耆
宿
老
人〟

・〝

郷
村
・

市
井
君
士
等〟

・〝

城
市
・
郷
村
耆
宿〟
ら
に
布
政
使
司
以
下
府
・
州
・
県
官
の
善
政
・
悪
政
を
監
察
し
て
京
師
に
面
奏
す
る
権
限

を
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。『

御
製
大
誥
続
編』

は
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
い
た
実
例
を
多
く
教

示
し
て
い
る
。
な
お
、[

前
迫

一
九
九
〇]

は
そ
う
し
た
実
例
を
数
多
く
分
析
し
て
い
る
。

(

２)

照
依
先
降
牌
内
事
例

官
僚
の〝

贓
貪
害
民〟

を
例
示
し
た
太
祖
・
朱
元
璋
の
榜
諭
は
数
多
く

(『

御
製
大
誥』

三
編
の
中
に
も
多

数
例
示
さ
れ
て
い
る)

、
具
体
的
な
榜
諭
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『

南
京
刑
部
志』

巻
三

｢

掲
榜
示
以
昭
大
法｣

に
収
録
さ

れ
て
い
る
榜
諭
に
よ
っ
て
一
つ
例
示
す
れ
ば
、
第
一
九
条
の
洪
武
二
八
年
五
月
初
五
日
の
榜
諭
に
見
え
る〝

贓
貪
害
民〟

の
事
例
に

基
づ
い
て
諫
言
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
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[

和

訳]

一
、
朝
廷
が
官
僚
制
を
設
け
た
の
は
、
本
来
人
民
を
安
寧
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
叙
任
の
際
に
は
資
質
の
如
何
を
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、

就
任
し
て
職
務
を
遂
行
し
て
は
じ
め
て
資
質
の
良
し
悪
し
が
現
れ
る
。
ま
こ
と
に
廉
潔
に
勤
務
し
て
人
民
に
幸
福
を
齎
す
者
が
誣
告
を
受

け
た
場
合
は
、
里
長
・
老
人
た
ち
が

『

大
誥』

の
記
述
に
し
た
が
っ
て
大
勢
で
保
証
の
上
奏
す
る
こ
と
を
許
し
、
裁
き
の
拠
り
所
と
す
る
。

も
し
贓
物
を
貪
り
人
民
を
迫
害
す
る
者
が
い
る
場
合
は
、
や
は
り
先
に
下
し
た
立
て
札
の
事
例
に
し
た
が
っ
て
、
幾
度
も
諫
言
す
る
こ
と

を
許
す
。
も
し
諫
言
に
し
た
が
わ
な
い
な
ら
ば
、
実
状
を
示
し
、
捕
縛
し
て
京
師
に
連
行
し
て
人
民
の
被
害
を
取
り
払
え
。
す
べ
て
保
証

の
上
奏
す
る
場
合
は
、
人
々
が
皆
な
善
と
称
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
捕
縛
す
る
場
合
は
、
人
々
が
そ
の
悪
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
大
勢
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
公
論
が
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
三
人
・
五
人
や
十
数
人
が
そ
の
善
・
悪
を
称
す
る
だ
け
な

ら
ば
、
人
情
が
偏
り
、
朝
廷
は
確
信
し
難
い
。
長
官
が
公
正
実
直
と
分
か
り
、
企
図
し
て
贓
物
を
貪
る
こ
と
に
誘
い
込
み
、
贓
物
に
よ
っ

て
罪
に
陥
れ
、
恣
に
捕
縛
し
た
り
、
愚
か
な
官
僚
が
い
る
た
め
に
平
素
か
ら
賄
賂
を
遣
り
取
り
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
善
と
称
し
、

恣
に
保
証
の
上
奏
を
し
た
り
と
、
こ
の
よ
う
に
正
邪
を
倒
錯
さ
せ
、
政
治
・
法
律
を
乱
し
た
な
ら
ば
、
重
大
な
罪
と
な
る
。
け
っ
し
て
そ

の
身
と
家
を
保
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

【
第
二
三
条
】
京
師
に
越
訴
し
て
は
な
ら
な
い

[

原

文]

一
、
兩
浙
・
江
西
等
處
、
人
民
好
詞
訟
者
多
。
雖
細
微
事
務
、
不
能
含�
、
徑
直
赴
京
告�
。
設�
法
司
得
人
、
審
理
明
白
、
隨�
發
落
、

往
來
亦
要
盤
纏
。
如
法
司
囚
人
數
多
、
一
時
發
落
不
及
、
或
審
理
不
明
、
淹
禁
月
久
、
死
者
亦
廣
。
其
干�
之
人
、
無
罪
而
死
者
不
少
。

詳
其
所
以
、
皆
由
平
日
不
能
勸
誡
、
不�
小
忿
、
動
輒
經
由
官
府
、
以
致
身
亡
家
破
。
如
此
者
、�
年
不
已
、
曾
無
警
省
。
今
後
老
人
須

要
將
本
里
人
民
懇
切
告
誡
。
凡
有
戸
婚
・
田
土
・�
殴
・
相
爭
等
項
細
微
事
務
、
互
相
含�
。
設�
被
人
凌
辱
太
甚
、
情
理
難
容
、
亦
須

赴
老
人
處
告
訴
、
量
事
輕
重
、
剖
斷
責
罰
、
亦
得
伸
其
抑
鬱
、�
致
官
府
繋
累
。�
頑
民
不�
榜
諭
、
不
聽
老
人
告
誡
、
輒
赴
官
府
告�
、
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或
徑
赴
京
越
訴
、
許
老
人
擒
拿
問
罪
。

[
訓

読]
一
、
両
浙
・
江
西
等
の
処
、
人
民
詞
訟
を
好
む
者
多
し
。
細
微
の
事
務
と
雖
も
、
含
忍
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
徑
直
に
京
に
赴
き
て
告
状
す
。

設
若
し
法
司
人
を
得
れ
ば
、
審
理
明
白
に
し
て
、
隨
即
に
発
落
す
も
、
往
来
亦
た
盤
纏
を
要
す
。
如
し
法
司
囚
人
数
多
に
し
て
、
一
時
発

落
す
る
こ
と
及
ば
ず
、
或
い
は
審
理
明
ら
か
な
ら
ず
、
淹
禁

(

１)

月
久
し
け
れ
ば
、
死
者
も
亦
た
広
し
。
其
の
干
連
の
人
、
罪
無
く
し
て
死
す

者
少
な
か
ら
ず
。
其
の
所
以
を
詳
ら
か
に
す
る
に
、
皆
な
平
日
勸
誡
す
る
こ
と
能
わ
ず
、
小
忿
を
忍
び
ず
、
動
も
す
れ
ば
輒
ち
官
府
を
経

由
し
、
以
て
身
亡
家
破
を
致
す
に
由
る
。
此
く
の
如
き
者
、
連
年
已
ま
ず
、
曽
ち
警
省
す
る
無
し
。
今
後
老
人
須
く
本
里
の
人
民
を
将
て

懇
切
に
告
誡
し
、
凡
有

あ

ら

ゆ
る
戸
婚
・
田
土
・
闘
殴
・
相
争
等
の
項
の
細
微
の
事
務
は
、
互
相

た
が
い

に
含
忍
せ
し
む
る
を
要
む
べ
し
。
設
若
し
人

の
凌
辱
を
被
る
こ
と
太
甚

は
な
は
だ

し
く
、
情
理
容
し
難
く
ん
ば
、
亦
た
須
く
老
人
の
処
に
赴
き
て
告
訴
す
べ
し
。
事
の
軽
重
を
量
り
、
剖
断
責
罰

す
れ
ば
、
亦
た
其
の
抑
鬱
を
伸
ば
し
、
官
府
の
繋
累
を
致
す
を
免
か
る
。
若
し
頑
民
榜
諭
に
遵
わ
ず
、
老
人
の
告
誡
に
聴
わ
ず
、
輒
り
に

官
府
に
赴
き
て
告
状
し
、
或
い
は
径
ち
に
京
に
赴
き
て
越
訴

(

２)

す
れ
ば
、
老
人
の
擒
拿
し
て
問
罪
す
る
を
許
す
。

[

注

釈]

(

１)

淹
禁

『

大
明
律』

巻
二
八
、
刑
律
・
断
獄

｢

淹
禁｣

に
規
定
が
あ
る
。『

明
律
国
字
解』

五
一
七
頁
は
、｢

淹
は
ひ
さ
し
と
よ
む
、

久
し
く
牢
舎
す
る
こ
と
な
り｣

と
解
す
。

(

２)

越
訴

『

大
明
律』

巻
二
二
、
刑
律
五
、
訴
訟

｢
越
訴｣

が〝

凡
軍
民
詞
訟
、
皆
須
自
下
而
上
陳
告
。
若
越
本
管
官
司
輒
赴
上
司

称
訴
者
、
笞
五
十〟

と
規
定
し
、『

明
律
国
字
解』

四
三
二
頁
は

｢

軍
民
詞
訟
、
皆
須
自
下
而
上
陳
告
と
は
、
民
は
県
よ
り
し
て
州
・

府
と
だ
ん
だ
ん
に
訴
べ
し
と
な
り｣

と
解
す
。
明
代
の
越
訴
と
は
、
顧
炎
武

(『

日
知
録』

巻
八

｢

郷
亭
之
職｣)

以
来
、[

仁
井
田

一
九
五
一
年]

な
ど
、
老
人
・
里
長
・
甲
首
の
郷
村
裁
判
を
経
る
こ
と
な
く
州
・
県
の
官
庁
に
提
訴
す
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
き
た

が
、[

中
島

一
九
九
四
年
ａ
・
二
〇
〇
〇
年]

は
、『

教
民
榜
文』

が
規
定
す
る
郷
村
裁
判
を
経
ず
に
官
庁
に
提
訴
し
た
場
合
の
処

罰

(

杖
六
〇)

と
、『

大
明
律』

が
規
定
す
る
越
訴
の
処
罰

(

笞
五
〇)

と
が
異
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
明
代
の
場
合
も
越
訴
は
州
・
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県
を
経
る
こ
と
な
く
直
接
に
上
級
官
庁
へ
提
訴
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
理
解
す
る
。
筆
者
は
中
島
氏
の
解
釈
を
支
持
す
る
。

[
和

訳]
一
、
両
浙
や
江
西
な
ど
の
地
域
に
は
、
訴
訟
好
き
の
人
民
が
多
い
。
さ
さ
い
な
案
件
で
あ
っ
て
も
我
慢
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
直
接
京
師

に
や
っ
て
来
て
提
訴
す
る
。
も
し
三
法
司

(

刑
部
・
都
察
院
・
大
理
寺)

が
適
任
者
で
、
取
り
調
べ
て
明
白
に
し
、
す
ぐ
に
処
理
し
て
も
、

行
き
来
す
る
の
に
旅
費
が
か
か
る
。
も
し

(

未
決
監
の)

囚
人
が
多
く
三
法
司
が
す
ぐ
に
処
理
で
き
な
か
っ
た
り
、
取
り
調
べ
が
明
確
で

な
く
未
決
の
ま
ま
長
く
拘
禁
さ
れ
る
場
合
は
、
亡
く
な
る
者
も
多
い
。
そ
の
関
係
者
が
罪
も
な
い
の
に
亡
く
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

そ
の
原
因
を
調
べ
る
と
、
平
素
か
ら
教
戒
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
さ
い
な
憤
懣
を
我
慢
せ
ず
、
つ
ね
づ
ね
官
庁
に
出
向
き
、
そ
の
身
と

家
を
潰
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
幾
年
も
止
む
こ
と
な
く
、
ま
っ
た
く
反
省
し
な
い
。
今
後
は
、
老
人
が
そ
の
里
の
人
民
を
丁

寧
に
訓
戒
し
、
す
べ
て
戸
婚
・
田
土
・
闘
殴
・
相
争
な
ど
の
さ
さ
い
な
案
件
は
、
互
い
に
我
慢
さ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
し
酷
く
辱
め
を
受
け
、
情
理
に
照
ら
し
て
許
し
難
い
場
合
は
、
老
人
の
下
に
赴
い
て
提
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
情
の
軽
重
を
見

定
め
て
裁
決
・
処
罰
す
れ
ば
、
そ
の
鬱
屈
を
晴
ら
し
、
官
庁
に
拘
禁
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
な
る
。
も
し
頑
迷
な
人
民
が
立
て
札
の

教
え
に
従
わ
ず
、
老
人
の
訓
戒
に
従
わ
ず
、
い
つ
も
官
庁
に
や
っ
て
来
て
提
訴
し
た
り
、
直
接
京
師
に
や
っ
て
来
て
越
訴
す
る
な
ら
ば
、

老
人
が
捕
ら
え
て
断
罪
す
る
こ
と
を
許
す
。

【
第
二
四
条
】

[

原

文]

農
作
業
の
督
励

一
、
河
南
・
山
東
農
民
中
、
有
等
懶
惰
、
不
肯
勤
務
農
業
、
以
致
衣
食
不
給
。
朝
廷
已
嘗
差
人
督�
耕
種
。
今
出
號
令
、
此
後
止
是
各
該

里
分
老
人
勸
督
。
毎
村
置
鼓
一
面
、
凡�
農
種
時
月
、
五
更
擂
鼓
、
衆
人
聞
鼓
下
田
、
該
管
老
人
點
閘
。�
有
懶
惰
不
下
田
者
、
許
老
人

責
決
。
務
要�
切
督�
、
見
丁
着
業
、
毋
容
惰
夫
游
食
。�
是
老
人
不
肯
勸
督
、
農
人
窮
窘
爲
非
、
犯
法
到
官
、
本�
老
人
有
罪
。
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[

訓

読]

一
、
河
南
・
山
東
の
農
民
の
中
、
有
等
の
懶
惰
の
も
の
、
肯
て
農
業
に
勤
務
せ
ず
、
以
て
衣
食
の
給
せ
ざ
る
を
致
す
。
朝
廷
已
に
嘗
て
人

を
差
わ
し
て
耕
種
を
督
併
せ
し
む

(

１)

。
今
号
令
を
出
だ
し
て
、
此
の
後
止
是

た

だ

各
お
の
該
里
分
の
老
人
を
し
て
勧
督
せ
し
む
る
の
み
。
村
毎
に

鼓
一
面
を
置
き
、
凡
そ
農
種
の
時
月
に
遇
わ
ば
、
五
更
に
鼓
を
擂
ち
、
衆
人
鼓
を
聞
き
て
田
に
下
り
、
該
管
の
老
人
点
閘
せ
よ
。
若
し
懶

惰
に
し
て
田
に
下
り
ざ
る
者
有
れ
ば
、
老
人
の
責
決
す
る
を
許
す
。
務
要
ず
厳
切
に
督
併
し
、
見
丁
着
業
し
、
惰
夫
の
游
食
す
る
を
容
す

毋
れ
。
若
是

も

し

老
人
肯
て
勧
督
せ
ず
、
農
人
窮
窘
し
て
非
を
為
し
、
法
を
犯
し
て
官
に
到
れ
ば
、
本
郷
の
老
人
に
罪
有
り

(

２)

。

[

注

釈]

(

１)

朝
延
已
嘗
差
人
督
併
耕
種

『

明
太
祖
実
録』

巻
二
五
六
、
洪
武
三
十
一
年
正
月
乙
丑
条
に〝

上
以
山
東
・
河
南
民
多
惰
於
農
事
、

以
致
衣
食
不
給
。
乃
命
戸
部
遣
人
材
分
詣
各
県
、
督
其
耕
種
。
仍
令
籍
其
丁
男
所
種
田
地
、
与
所
収
穀
菽
之
数
来
聞〟

と
あ
る
。

(

２)

本
条
文
は
、『

明
太
祖
実
録』
巻
二
五
五
、
洪
武
三
〇
年
九
月
辛
亥
条
に〝

又
令
民
毎
村
置
一
鼓
、
凡
遇
農
種
時
月
、
清
晨
鳴
鼓

集
衆
、
鼓
鳴
皆
会
田
所
、
及
時
力
田
、
其
怠
惰
者
、
里
・
老
人
督
責
之
。
里
・
老
縦
其
怠
惰
不
勧
督
者
有
罰〟

と
あ
る
詔
令
に
基
づ

く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

[

和

訳]

一
、
河
南
・
山
東
の
農
民
の
中
に
は
、
怠
惰
で
ま
っ
た
く
農
業
に
つ
と
め
ず
、
衣
・
食
を
ま
か
な
え
な
く
な
る
者
が
い
る
。
朝
廷
は
以
前

に
使
者
を
派
遣
し
て
耕
作
を
監
督
さ
せ
た
。
今
、
法
令
を
発
し
て
今
後
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
里
の
老
人
に
監
督
さ
せ
る
の
み
と
す
る
。
集
落

ご
と
に
太
鼓
を
一
つ
設
け
、
農
繁
期
に
な
れ
ば
、
明
け
方
に
太
鼓
を
打
ち
、
人
々
は
太
鼓
の
音
を
聞
い
て
田
畑
に
出
か
け
、
管
轄
の
老
人

が
検
分
せ
よ
。
も
し
怠
惰
で
田
畑
に
出
な
い
者
が
い
れ
ば
、
老
人
が
処
断
す
る
こ
と
を
許
す
。
必
ず
厳
重
に
監
督
し
て
、
成
年
男
子
が
生

業
に
つ
き
、
怠
惰
な
者
が
徒
食
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
も
し
老
人
が
ま
っ
た
く
監
督
せ
ず
、
農
民
が
困
苦
し
て
悪
事
を
働
き
、

法
律
に
違
反
し
て
官
庁
に
や
っ
て
来
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
郷
村
の
老
人
を
断
罪
す
る
。
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【
第
二
五
条
】
婚
礼
・
葬
礼
の
相
互
扶
助

[
原

文]
一
、�
里
人
民
、
貧
富
不
等
、
婚
姻
・
死
喪
・
吉
凶
等
事
、
誰
家
無
之
。
今
後
本
里
人
戸
、
凡�
此
等
、
互
相�
給
。
且
如
某
家
子
弟
婚

姻
、
某
家
貧
窘
、
一
時
難�
、
一
里
人
戸
、
毎
戸
或
出
鈔
一
貫
、
人
戸
一
百
、
便
是
百
貫
。
毎
戸
五
貫
、
便
是
五
百
貫
。
如
此
資
助
、
豈

不
成
就
。
日
後
某
家
婚
姻
、
亦
依
此
法
輪
流�
給
。
又
如
某
家
、
或
父
或
母
死
喪
在
地
、
各
家
或
出
鈔�
干
、
或
出
米
若
干
資
助
、
本
家

或
棺
槨
、
或
僧�
・
修
設
・
善
縁
等
事
、
皆
可
了
濟
。
日
後
某
家�
有
此
事
、
亦
如
前
法
、
互
相�
給
、
雖
是
貧
家
些
小
錢
米
、
亦
可
措

�
。
如
此
則
衆
輕
易
擧
、
行
之
日
久
、�
里
自
然
親
愛
。

[

訓

読]

一
、
郷
里
の
人
民
、
貧
富
等
し
か
ら
ざ
る
も
、
婚
姻
・
死
喪
・
吉
凶
等
の
事
、
誰
が
家
か
之
無
ら
ん
や
。
今
後
本
里
の
人
戸
、
凡
そ
此
等

に
遇
わ
ば
、
互
相
に�
給
せ
よ
。
且
如
え
ば
某
家
の
子
弟
婚
姻
す
る
に
、
某
家
貧
窘
し
、
一
時
弁
じ
難
く
ん
ば
、
一
里
の
人
戸
、
戸
毎
に

或
い
は
鈔
一
貫
を
出
だ
し
、
人
戸
一
百
な
れ
ば
、
便
ち
是
れ
百
貫
な
り
。
戸
毎
に
五
貫
な
れ
ば
、
便
ち
是
れ
五
百
貫
な
り
。
此
く
の
如
く

資
助
す
れ
ば
、
豈
に
成
就
せ
ざ
る
や
。
日
後
某
家
婚
姻
も
、
亦
た
此
の
法
に
依
り
て
輪
流
し
て�
給
せ
よ
。
又
た
如
し
某
家
、
或
い
は
父

或
い
は
母
死
喪
し
て
地
に
在
れ
ば
、
各
家
或
い
は
鈔
若
干
を
出
だ
し
、
或
い
は
米
若
干
を
出
だ
し
て
資
助
せ
よ
。
本
家
或
い
は
棺
槨
、
或

い
は
僧
道
・
修
設
・
善
縁
等
の
事
、
皆
な
了
済
す
べ
し
。
日
後
某
家�
し
此
の
事
有
れ
ば
、
亦
た
前
の
法
の
如
く
互
相
に�
給
せ
よ
。
是

れ
貧
家
些
小
の
銭
米
と
雖
も
、
亦
た
措
弁
す
べ
し
。
此
く
の
如
く
す
れ
ば
則
ち
衆
軽
易
に
挙
ぐ
。
之
を
行
な
う
こ
と
日
久
し
け
れ
ば
、
郷

里
自
然
に
親
愛
す

(

１)

。

[

注

釈]

(

１)

本
条
文
は
、『

明
太
祖
実
録』

巻
二
五
五
、
洪
武
三
〇
年
九
月
辛
亥
条
に〝

又
令
民
凡
遇
婚
姻
・
死
葬
・
吉
凶
等
事
、
一
里
之
内
、

互
相�
給
。
不
限
貧
富
、
随
其
力
以
資
助
之
、
庶
使
人
相
親
愛
風
俗
厚
矣〟
と
あ
る
詔
令
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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[

和

訳]

一
、
郷
・
里
の
人
民
に
は
貧
富
の
違
い
が
あ
る
が
、
婚
礼
・
葬
礼
・
慶
弔
な
ど
の
こ
と
は
す
べ
て
の
家
に
あ
る
。
今
後
、
そ
の
里
の
人
戸

は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
お
互
い
に
扶
助
せ
よ
。
た
と
え
ば
或
る
家
の
子
弟
が
結
婚
す
る
際
、
そ
の
家
が
貧
窮
し
て
い
て

す
ぐ
に
支
度
で
き
な
け
れ
ば
、
一
里
の
人
戸
が
戸
ご
と
に
鈔
一
貫
を
出
す
。
人
戸
が
一
〇
〇
戸
で
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
一
〇
〇
貫
と
な
る
。

戸
ご
と
に
五
貫
で
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
五
〇
〇
貫
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
援
助
す
れ
ば
、
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
日
の
或
る
家
の

結
婚
も
、
や
は
り
こ
の
方
法
に
し
た
が
っ
て
代
わ
る
代
わ
る
扶
助
せ
よ
。
さ
ら
に
も
し
或
る
家
で
父
や
母
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
家
が
鈔
い
く
ら
か
、
も
し
く
は
米
い
く
ら
か
を
出
し
て
援
助
せ
よ
。
そ
の
家
は
柩
や
僧
侶
・
道
士
・
墳
墓
・
布
施
な
ど
の
こ
と
を

す
べ
て
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
。
後
日
、
或
る
家
に
同
じ
こ
と
が
あ
れ
ば
、
や
は
り
前
述
の
方
法
の
よ
う
に
お
互
い
に
扶
助
せ
よ
。
貧
家

の
わ
ず
か
な
銭
・
米
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
処
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
人
々
は
容
易
に
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
を
長
く
執
り
行
な
え
ば
、
郷
・
里
は
自
ず
と
仲
睦
ま
じ
く
な
ろ
う
。

【
第
二
六
条
】

『

御
製
大
誥』

三
編
の
講
読

[

原

文]

一
、
民�
子
弟
七
・
八
歳
者
、
或
十
一
・
二
歳
者
、
此
時
欲
心
未
動
、
良
心
未
喪
。
早
令
講
讀
三
編
大
誥
、
誠
以
先
入
之
言
爲
主
、
使
知

�
凶
趨
吉
、
日
後
皆
成
賢
人
君
子
、
爲
良
善
之
民
、�
貽
父
母
憂
慮
。
亦
且
不
犯
刑
憲
、
永
保
身
家
。

[

訓

読]

一
、
民
間
の
子
弟
の
七
・
八
歳
な
る
者
、
或
い
は
十
一
・
二
歳
な
る
者
、
此
の
時
欲
心
未
だ
動
か
ず
、
良
心
未
だ
喪
わ
ず
。
早
に
三
編
の

大
誥
を
講
読
せ
し
め
、
誠
に
先
入
の
言
を
以
て
主
と
為
し
、
凶
を
避
け
吉
に
趨
く
を
知
ら
し
む
れ
ば
、
日
後
皆
な
賢
人
君
子
と
成
り
、
良

善
の
民
と
為
り
、
父
母
の
憂
慮
を
貽
す
を
免
か
る
。
亦
た
且
つ
刑
憲
を
犯
さ
ず
、
永
く
身
家
を
保
た
ん
。
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[

和

訳]

一
、
民
間
の
子
弟
の
七
・
八
歳
の
者
、
も
し
く
は
一
一
・
一
二
歳
の
者
は
、
こ
の
頃
は
ま
だ
欲
情
が
働
か
ず
、
誠
実
さ
を
失
っ
て
い
な
い
。

早
い
う
ち
か
ら
三
編
の

『

大
誥』

を
講
読
さ
せ
、
本
当
に
先
に
聞
い
た
言
説
を
重
ん
じ
、
禍
を
避
け
て
福
に
向
か
う
こ
と
を
教
え
れ
ば
、

後
日
は
皆
な
賢
人
・
君
子
と
な
り
、
善
良
な
人
民
と
な
り
、
両
親
を
心
配
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
法
律
に
反
す
る
こ
と
な
く
、
久

し
く
そ
の
身
と
家
を
保
つ
こ
と
だ
ろ
う
。

【
第
二
七
条
】
郷
飲
酒
礼
の
挙
行

[

原

文]

一
、�
飲
酒
禮
、
本
以
序
長
幼
、
別
賢
否
。
乃
厚
風
俗
之
良
法
、
已
令
民��
行
。
今
再
申
明
、
務
要
依
頒
降
法
式
行
之
。
長
幼
序
坐
、

賢
否
異
席
。
如
此
日
久
、
豈
不
人
皆
向
善�
惡
、
風
俗
淳
厚
、
各
爲
太
平
之
良
民
。

[

訓

読]

一
、
郷
飲
酒
礼
、
本
よ
り
以
て
長
幼
を
序
し
、
賢
否
を
別
か
つ
。
乃
ち
風
俗
を
厚
く
す
る
の
良
法
に
し
て
、
已
に
民
間
を
し
て
遵
行
せ
し

む

(

１)

。
今
再
び
申
明
し
、
務
要
ず
頒
降
の
法
式

(

２)

に
依
り
て
行
な
い
、
長
幼
序
坐
し
、
賢
否
席
を
異
に
せ
よ
。
此
く
の
如
く
す
る
こ
と
日
久
し

け
れ
ば
、
豈
に
人
皆
な
善
に
向
い
悪
を
避
け
、
風
俗
淳
厚
に
し
て
、
各
お
の
太
平
の
良
民
と
為
ら
ず
や
。

[

注

釈]

(

１)

已
令
民
間
遵
行

『

明
太
祖
実
録』

巻
七
三
、
洪
武
五
年
四
月
戊
戌
条
に〝

詔
天
下
挙
行
郷
飲
酒
礼〟

と
あ
る
よ
う
に
、
郷
飲
酒

礼
は
洪
武
五

(

一
三
七
二)

年
四
月
の
詔
令
に
よ
っ
て
全
国
に
挙
行
が
命
じ
ら
れ
た
。

(

２)

頒
降
法
式

『

明
太
祖
実
録』

巻
一
五
七
、
洪
武
一
六
年
一
〇
月
乙
未
条
に〝

詔
頒
郷
飲
酒
礼
図
式
于
天
下〟

と
あ
る
も
の
を
指

す
と
考
え
ら
れ
る
。
洪
武
一
六

(

一
三
八
三)

年
一
〇
月
頒
行
の

｢

郷
飲
酒
礼
図
式｣

の
内
容
は
、
正
徳

『

大
明
会
典』

巻
七
八
、

礼
部
三
七

｢

郷
飲
酒
礼｣

を
参
照
。
ま
た
、
正
徳

『

大
明
会
典』

巻
七
八
、
礼
部
三
七

｢

郷
飲
酒
礼｣

は
、
洪
武
二
二

(

一
三
八
九)
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年
に〝

再
定
郷
飲
酒
礼
図
式〟

と
伝
え
る
。

[
和

訳]
一
、
郷
飲
酒
礼
は
、
本
来
、
長
幼
を
秩
序
づ
け
、
賢
愚
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
風
俗
を
淳
朴
に
す
る
良
い
方
法
で
あ
り
、
民

間
で
執
り
行
な
わ
せ
た
。
今
、
再
度
明
示
し
、
必
ず
発
布
し
た
次
第
に
し
た
が
っ
て
執
り
行
な
い
、
長
・
幼
が
順
に
着
席
し
、
賢
・
愚
は

席
を
別
か
つ
よ
う
に
せ
よ
。
長
く
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
人
は
皆
な
善
行
を
志
し
て
悪
行
を
避
け
、
風
俗
は
淳
朴
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
泰

平
の
世
の
善
良
な
人
民
と
な
る
。

【
第
二
八
条
】
里
社
壇
・
郷�
壇
の
祭
祀

[

原

文]

一
、
鬼�
之�
、
陰
陽
表
裏
、
人
雖
無
見
、
冥
冥
之
中
、
鬼�
鑒
察
、
作
善
作
惡
、
皆
有
報
應
。
曩
者
已
令�
村
各
祭
本�
土
穀
之�
及

無
祀
鬼�
。
今
再
申
明
、
民�
歳
時
依
法
祭
祀
、
使�
善�
淫
、
民
知
戒
懼
、
不
敢
爲
惡
。
如
此
則
善
良
日�
、
頑
惡
日
消
、
豈
不
有
補

於
世�
。

[

訓

読]

一
、
鬼�
の
道
、
陰
陽
表
裏
し
、
人
見
る
こ
と
無
し
と
雖
も
、
冥
冥
の
中
、
鬼�
鑒
察
し
、
善
を
作
し
悪
を
作
せ
ば
、
皆
な
報
応
有
り
。

曩
者
さ
き
に

已
に
郷
村
を
し
て
各
お
の
本
郷
の
土
穀
の�
及
び
無
祀
の
鬼�
を
祭
ら
し
む

(

１)

。
今
再
び
申
明
し
、
民
間
歳
時
法
に
依
り
て
祭
祀
し
、

善
を
福
し
淫
を
禍
せ
し
む
れ
ば
、
民
戒
懼
を
知
り
、
敢
て
悪
を
為
さ
ず
。
此
く
の
如
く
す
れ
ば
則
ち
善
良
日
ご
と
に
増
し
、
頑
悪
日
ご
と

に
消
え
、
豈
に
世
道
に
補
す
こ
と
有
ら
ず
や
。

[

注

釈]

(

１)

曩
者
已
令
郷
村
各
祭
本
郷
土
穀
之
神
及
無
祀
鬼
神

土
穀
の
神
と
無
祀
の
鬼
神
の
祭
祀
は
、
洪
武
三

(

一
三
七
〇)

年
六
月
の
詔

令
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ

(『

明
太
祖
実
録』

巻
五
三
、
洪
武
三
年
六
月
甲
子
条)
、
洪
武
八

(

一
三
七
五)

年
以
降
、
各
里
に
設
置
さ
れ
て
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い
く
里
社
壇
・
郷�
壇
の
制
度
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
洪
武
年
間
の
礼
制
を
規
定
し
た

『

洪
武
礼
制』

の

｢

祭
祀
礼
儀｣

は
里
社
壇
・

郷�
壇
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

里
社凡

各
処
郷
村
人
民
、
毎
里
一
百
戸
内
、
立
壇
一
所
、
祀
五
土
五
穀
之
神
、
専
為
祈
祷
、
雨�
時
若
、
五
穀
豊
登
。

郷�凡
各
処
郷
村
、
毎
里
一
百
戸
内
、
立
壇
一
所
、
祭
無
祀
鬼
神
、
専
祈
祷
民
庶
安
康
、
孳
畜
蕃
盛
。

な
お
、
里
社
壇
・
郷�
壇
の
制
度
の
成
立
過
程
・
運
営
・
変
遷
に
つ
い
て
は

[

和
田

一
九
八
五
年]

が
詳
し
い
。

[

和

訳]

一
、
鬼
・
神
の
原
理
は
、
陰
と
陽
が
表
裏
し
、
人
は
目
に
す
る
こ
と
が
な
く
と
も
、
知
ら
ぬ
ま
ま
に
鬼
・
神
が
見
極
め
て
お
り
、
善
行
・

悪
行
を
す
れ
ば
、
す
べ
て
報
い
が
あ
る
。
以
前
、
郷
村
に
そ
の
地
の
土
穀
の
神
と
無
縁
の
鬼
神
を
祭
ら
せ
た
。
今
、
再
度
明
示
し
、
民
間

が
時
節
に
法
に
し
た
が
っ
て
祭
り
、
善
を
祝
い
淫
を
咎
め
れ
ば
、
人
民
は
戒
め
を
知
り
、
け
っ
し
て
悪
事
を
働
く
こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ

う
に
す
れ
ば
、
善
良
な
者
が
日
々
増
え
、
頑
迷
な
者
が
日
々
消
え
、
世
の
道
義
を
助
け
る
も
の
で
あ
る
。

【
第
二
九
条
】
桑
・
棗
・
柿
・
綿
花
の
栽
培
と
養
蚕
の
奨
励

[

原

文]

一
、
如
今
天
下
太
平
、
百
姓
除
本
分
納
糧
當
差
之
外
、
別
無
差�
。
各
宜
用
心
生
理
、
以
足
衣
食
。
毎
戸
務
要
照
依
號
令
、
如
法
栽
種
桑

株
・
棗
柿
・
綿
花
。
毎
歳
養
蚕
、�
得
絲
綿
、
可
供
衣
服
。
棗
柿
豊
年
可
以
賣
鈔
使
用
、�
儉
年
可
當
糧
食
。
此
事
有�
爾
民
、
里
・
甲
・

老
人
如
常
提
督
點
視
。
敢
有�
者
、
家�
化
外
。

[

訓

読]

一
、
如
今

い

ま

天
下
太
平
に
し
て
、
百
姓
本
分
の
納
糧
当
差
を
除
く
の
外
、
別
に
差
遣
無
し
。
各
お
の
宜
し
く
心
を
生
理
に
用
い
、
以
て
衣
食
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を
足
ら
す
べ
し
。
戸
毎
に
務
要
ず
号
令
に
照
依
し
、
法
の
如
く
桑
株
・
棗
柿
・
綿
花
を
栽
種
せ
よ
。
毎
歳
養
蚕
し
、
得
る
所
の
絲
綿
、
衣

服
に
供
す
べ
し
。
棗
柿
豊
年
は
以
て
売
鈔
使
用
す
べ
し
。
倹
年
に
遇
わ
ば
糧
食
に
当
つ
べ
し
。
此
の
事
爾
民
に
益
す
る
有
り
。
里
・
甲
・

老
人
、
如
常

つ

ね

に
提
督
点
視
せ
よ
。
敢
て
違
う
者
有
れ
ば
、
家
を
ば
化
外
に
遷
す
。

[

和

訳]

一
、
今
、
天
下
は
泰
平
で
あ
り
、
人
民
は
本
来
の
税
糧
・
職
役
を
負
担
す
る
以
外
、
ほ
か
に
徭
役
負
担
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
生
業
に
務
め

て
衣
・
食
を
充
足
す
る
が
よ
い
。
人
戸
ご
と
に
法
令
に
し
た
が
い
、
法
の
よ
う
に
桑
・
棗
・
柿
・
綿
花
を
栽
培
せ
よ
。
毎
年
、
養
蚕
を
行

な
い
、
手
に
し
た
絹
・
綿
は
衣
服
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
棗
・
柿
は
豊
作
の
年
に
は
販
売
に
使
う
こ
と
が
で
き
、
不
作
の
年
な
ら

ば
食
糧
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
人
民
に
裨
益
す
る
も
の
で
あ
る
。
里
長
・
甲
首
・
老
人
は
、
い
つ
も
監
督
・
検
分
せ
よ
。
ぬ

け
ぬ
け
と
違
反
す
る
者
が
い
れ
ば
、
家
族
を
辺
境
に
追
放
す
る
。

【
第
三
〇
条
】
水
利
施
設
の
調
査
・
利
用
計
画

[

原

文]

一
、
民�
或
有
某
水
可
以
灌
漑
田
苗
、
某
水
爲
害
可
以�
防
、
某
河
壅
塞
可
以
疎�
、
其
當
里
老
人
會
集
踏
看
、
丈
量
見
數
、
計
較
合
用

人
工
、�
如
何
修
築
、
如
何
疎�
、
定
奪
計
策
、
畫
圖
貼
記
、
赴
京
來
奏
、
以
憑
民
興
利
除
害
。

[

訓

読]

一
、
民
間
或
い
は
某
水
以
て
田
苗
を
灌
漑
す
べ
き
、
某
水
害
を
為
し
以
て�
防
す
べ
き
、
某
河
壅
塞
し
以
て
疎
通
す
べ
き
有
れ
ば
、
其
れ

当
里
の
老
人
、
会
集
し
て
踏
看
し
、
見
数
を
丈
量
し
、
合
に
用
う
べ
き
人
工
を
計
較
し
、
併
せ
て
如
何
に
修
築
す
る
や
、
如
何
に
疎
通
す

る
や
、
定
奪
計
策
し
、
画
図
貼
記
し
、
京
に
赴
き
来
り
て
奏
し
、
以
て
民
の
為
に
利
を
興
し
害
を
除
く
に
憑
る
。

[

和

訳]

一
、
民
間
に
灌
漑
で
き
る
河
川
、
水
害
を
起
こ
し
て
防
備
す
べ
き
河
川
、
閉
塞
し
て
通
水
す
べ
き
河
川
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
里
の
老
人
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が
人
を
集
め
て
実
地
検
分
し
、
実
数
を
測
量
し
、
要
す
る
人
夫
を
算
出
し
、
く
わ
え
て
ど
の
よ
う
に
修
築
す
る
か
、
ど
の
よ
う
に
通
水
す

る
か
、
計
画
を
決
め
、
図
を
描
い
て
説
明
書
き
し
、
京
師
に
や
っ
て
来
て
上
奏
せ
よ
。
人
民
の
た
め
に
利
益
を
齎
し
害
悪
を
取
り
去
る
拠

り
所
と
す
る
。

【
第
三
一
条
】
納
税
・
就
役
の
義
務

[

原

文]

一
、
自
古
民
人
納
糧
當
差
、
本
以
永
安
。�
年
以
來
、
有
司
不
才
、
官
吏
不
能�
民
爲
善
、
惟
務
貪
贓
。
於
納
糧
當
差
之
際
、
往
往
接
受

寛
限
錢
鈔
、
放
富
差
貧
。
致
令
愚
民
倣
傚
、
合
納
糧
不
肯
依
期�
納
、�
賣

[

買]

實
収
、
本
分
差
役
、
不
肯�
事
赴
工
。
今
後
民
人
凡

�
納
糧
當
差
、
不
許
買
求
官
府
、
該
納
税
糧
、
依
期�
納
、
本
等
差
役
、�
便
應
當
。�
本
等
税
糧
已
納
、
差
役
已
當
、
其
官
吏
・
糧
・

里
人
等
、
重
行
科
斂
差
使
者
、
許
受
害
之
家
、
會
集
多
人�
縛
赴
京
、
治
以
重
罪
。

[

訓

読]

一
、
古
え
自
り
民
人
糧
を
納
め
差
に
当
る
は
、
本
よ
り
以
て
永
安
な
れ
ば
な
り
。
近
年
以
来
、
有
司
才
な
ら
ず
、
官
吏
民
を
し
て
善
を
為

さ
し
む
る
こ
と
能
わ
ず
、
惟
だ
貪
贓
に
務
む
る
の
み
。
糧
を
納
め
差
に
当
る
の
際
に
於
い
て
、
往
往
に
し
て
寛
限
の
銭
鈔
を
接
受
し
、
富

を
放
し
て
貧
を
差
し
、
愚
民
を
し
て
倣
傚
し
、
合
に
納
む
べ
き
糧
肯
て
期
に
依
り
て
送
納
せ
ず
、
虚
売

[

買]

実
収
し

(

１)

、
本
分
の
差
役
、

肯
て
事
に�
き
工
に
赴
か
ざ
ら
し
む
る
を
致
す
。
今
後
民
人
凡
そ
糧
を
納
め
差
に
当
る
に
遇
わ
ば
、
官
府
を
買
求
す
る
を
許
さ
ず
。
該
に

納
む
べ
き
税
糧
、
期
に
依
り
て
送
納
し
、
本
等
の
差
役
、
即
便

た
だ
ち

に
応
当
せ
よ
。
若
し
本
等
の
税
糧
已
に
納
め
、
差
役
已
に
当
る
も
、
其
の

官
吏
・
糧
・
里
人
等

(

２)

、
重
ね
て
科
斂
差
使
を
行
な
う
者
は
、
害
を
受
く
る
の
家
、
多
人
を
会
集
し
、�
縛
し
て
京
に
赴
く
を
許
し
、
治
む

る
に
重
罪
を
以
て
す
。

[

注

釈]

(

１)

虚
売

[

買]

実
収

担
当
者
を
買
収
し
て
不
正
に
納
税
の
受
領
証
を
受
け
取
る
こ
と
。
用
例
を
挙
げ
れ
ば
、『

御
製
大
誥』

｢

攬
納
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戸
虚
買
実
収
第
十
九｣

に〝

各
処
納
糧
納
草
人
戸
、
往
往
不
量
攬
納
之
人
有
何
底
業
、
一
概
将
糧
草
付
与
解
来
。
豈
知
無
藉
之
徒
、

将
銭
赴
京
、
止

[

虚]

買
実
収
、
糧
草
並
不
到
倉
。
及
至
会
計
欠
少
、
問
出
前
情
。
其
無
藉
之
徒
、
惟
死
而
已
。
糧
草
正
戸
、
罰
納

十
倍
。
奸
頑
還
可
逞
乎〟

と
あ
る
。
不
正
に
受
領
証
を
売
り
渡
す
側
の
行
為
は〝

虚
出
実
収〟

と
表
現
さ
れ
る

(『

御
製
大
誥』

｢

設

立
糧
長
第
六
十
五｣

な
ど)

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
条
文
は
北
京
図
書
館
蔵

『

皇
明
制
書』

七
巻
明
刻
本
、
内
閣
文
庫
蔵

『

皇
明
制
書』

不
分
巻
明
刻
本
に
従
い〝

虚
買
実
収〟

と
校
訂
す
る
の
が
適
当
と
考
え
る
。

(

２)

糧
・
里
人
等

糧
長
・
里
長
た
ち
の
意
。
糧
長
は
、
洪
武
四

(

一
三
七
一)

年
に
秋
糧
一
万
石
を
基
準
に
設
置
さ
れ
、
洪
武
一
五

(

一
三
八
二)

年
に
一
旦
廃
止
さ
れ
た
後
、
洪
武
一
八

(

一
三
八
五)

年
に
復
活
さ
れ
た
職
役
。
復
活
後
の
糧
長
は
、
南
宋
以
来
の
都

を
基
礎
と
し
た
区
と
い
う
地
域
区
画
を
単
位
に
設
置
さ
れ
、
区
内
の
税
糧
徴
収
と
所
定
の
倉
庫
へ
の
運
搬
を
主
要
な
任
務
と
し
た
。

糧
長
の
職
掌
や
沿
革
に
つ
い
て
は

[

小
山

一
九
六
九
年]

が
詳
し
い
。

[

和

訳]

一
、
古
え
か
ら
人
民
が
税
糧
・
職
役
を
負
担
す
る
の
は
、
本
来
、
世
の
安
寧
の
た
め
で
あ
る
。
近
頃
は
関
係
官
庁
が
愚
か
で
、
官
僚
・
胥

吏
が
人
民
に
善
行
を
督
励
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
も
っ
ぱ
ら
贓
物
を
貪
る
だ
け
で
あ
る
。
税
糧
を
納
め
職
役
に
就
く
際
に
は
、
つ
ね
づ
ね

期
限
を
緩
め
る
金
銭
を
受
け
取
り
、
富
者
を
免
除
し
て
貧
者
に
割
り
当
て
、
愚
民
が
真
似
を
し
て
、
納
め
る
べ
き
税
糧
を
わ
ざ
と
期
限
通

り
納
入
せ
ず
、
担
当
者
を
買
収
し
て
不
正
に
受
領
証
を
受
け
取
り
、
本
来
の
職
役
は
わ
ざ
と
任
務

(

業
務
・
労
役)

に
就
か
な
い
よ
う
に

さ
せ
て
い
る
。
今
後
、
人
民
が
税
糧
を
納
め
職
役
に
就
く
場
合
は
、
官
庁
に
請
託
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
納
め
る
べ
き
税
糧
は
期
限
通

り
納
入
し
、
本
来
の
職
役
は
す
ぐ
に
就
役
せ
よ
。
も
し
本
来
の
税
糧
・
職
役
を
負
担
し
た
の
に
、
官
僚
・
胥
吏
・
糧
長
・
里
長
た
ち
が
重

ね
て
賦
課
・
徴
発
す
る
場
合
は
、
被
害
を
受
け
た
人
戸
が
大
勢
を
集
め
て
捕
縛
し
て
京
師
に
連
行
す
る
こ
と
を
認
め
、
重
罪
に
処
す
。
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【
第
三
二
条
】
社
学
の
改
革

[
原

文]
一
、
元
朝
天
下�
村
人
家
子
弟
讀
書
者
多
。
洪
武
初
年
、
命
各
處�
村
設
立
社
學
、�
訓
子
弟
、
使
爲
良
善
。
其
不
才
有
司
里
・
甲
人
等
、

倚
此
作
弊
。
將
有
丁
子
弟
本
有
暇
讀
書
、
卻
受
財
賣
放
、
不
令
入
學
。
無
丁
子
弟
無
暇
讀
書
、
卻�
令
入
學
、
致
以
民
人
受
害
。�
以
革

去
社
學
。
今
後
民�
子
弟
、
許
令
有
徳
之
人
、
不
拘�
在
、
亦
不
拘
子
弟
名
數
、
毎
年
十
月
初
開
學
、
至
臘
月
終
罷
。
如
丁
多
有
暇
之
家
、

常
讀
常�
者
聽
。
其
有
司
官
吏
・
里
・
甲
人
等
、
敢
有
干
與
攪
擾
者
、
治
以
重
罪
。

[

訓

読]

一
、
元
朝
天
下
郷
村
人
家
の
子
弟
、
書
を
読
む
者
多
し
。
洪
武
初
年
、
各
処
の
郷
村
に
命
じ
て
、
社
学
を
設
立
し
、

(

１)

子
弟
を
教
訓
し
、
良

善
為
ら
し
む
。
其
れ
不
才
の
有
司
・
里
・
甲
人
等
、
此
に
倚
り
て
弊
を
作
す
。
有
丁
の
子
弟
の
本
よ
り
書
を
読
む
に
暇
有
る
を
将
て
、
卻

て
財
を
受
け
て
売
放
し
、
学
に
入
れ
し
め
ず
、
無
丁
の
子
弟
の
書
を
読
む
に
暇
無
き
を
ば
、
卻
て
逼
り
て
学
に
入
れ
し
め
、
以
て
民
人
害

を
受
く
る
を
致
す
。
社
学
を
革
去
す
る
所
以
な
り

(

２)

。
今
後
民
間
の
子
弟
、
有
徳
の
人
を
し
て
、
所
在
に
拘
ら
ず
、
亦
た
子
弟
の
名
数
に
拘

ら
ず
、
毎
年
十
月
の
初
め
学
を
開
き
、
臘
月
の
終
り
に
至
り
て
罷
ま
し
む
る
を
許
す
。
丁
多
く
暇
有
る
の
家
、
常
に
読
み
常
に
教
う
る
者

の
如
き
は
聴
す
。
其
れ
有
司
官
吏
・
里
・
甲
人
等
、
敢
て
干
与
攪
擾
す
る
者
有
れ
ば
、
治
む
る
に
重
罪
を
以
て
す
。

[

注

釈]

(

１)

設
立
社
学

『

明
太
祖
実
録』

巻
九
六
、
洪
武
八
年
正
月
丁
亥
条
に〝

命
天
下
立
社
学〟

と
あ
る
よ
う
に
、
社
学
は
洪
武
八

(

一

三
七
五)

年
正
月
の
詔
令
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
。
明
代
の
社
学
の
沿
革
は

[

松
本

一
九
三
六
年]

が
詳
し
い
。

(

２)

革
去
社
学

『

明
太
祖
実
録』

巻
一
五
七
、
洪
武
一
六
年
一
〇
月
癸
巳
条
に〝

詔
郡
県
復
設
社
学〟

と
あ
る
よ
う
に
、
洪
武
八
年

以
降
、
社
学
は
廃
止
さ
れ
、
洪
武
一
六

(

一
三
八
三)

年
一
〇
月
に
復
興
さ
れ
た
。
本
条
文
に
つ
い
て

[

中
島

二
〇
〇
〇
年]

は
、

｢

従
来
の
論
考
で
は
、
第
三
二
条
に
よ
っ
て
、『

社
学
の
管
理
運
営』

を
老
人
の
職
掌
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
条
文
は
一
般
的

に
社
学
の
運
営
を
定
め
た
も
の
で
す
ら
な
く
、
所
期
の
成
果
を
あ
げ
ず
、
か
え
っ
て
郷
村
の
人
民
に
弊
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
社
学
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を
廃
止
し
、
か
わ
り
に
郷
村
の
有
徳
者
が
、
農
閑
期
な
ど
に
子
弟
を
教
育
す
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る｣

と
解
し
、[

中

島

一
九
九
五
年
ａ]

も
こ
の
理
解
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
条
文
の
後
段
に
見
え
る
一
〇
月
初
〜
一
二
月
末
の
期
間〝

有

徳
の
人〟

が
教
育
す
る
も
の
が
廃
止
し
た
社
学
に
代
わ
る
機
関
で
あ
る
確
証
は
な
い
。
ま
た
、[

松
本

一
九
三
六
年]

が
示
す
よ

う
に
、
社
学
の
存
続
は
困
難
で
あ
っ
た
も
の
の
、
残
存
し
た
事
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
条
文
が
記
す〝

革
去
社
学〟

と
は
、

洪
武
八
年
か
ら
一
六
年
の
間
に
社
学
を
一
旦
廃
止
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
本
条
文
は
郷
村
の
実
情
を
考
慮
し
て
社
学
の
運

営
方
法
を
改
革
し
た
も
の
と
考
え
る
。

[

和

訳]

一
、
元
朝
の
全
国
の
郷
村
人
戸
の
子
弟
に
は
学
問
を
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
洪
武
年
間
の
初
め
、
各
地
の
郷
村
に
命
令
し
て
社
学
を
設
置

し
、
子
弟
を
教
え
導
い
て
善
良
な
人
民
と
さ
せ
た
。
し
か
し
、
愚
か
な
官
庁
や
里
長
・
老
人
た
ち
が
こ
れ
を
濫
用
し
て
不
正
を
働
い
た
。

成
年
男
子
が
い
る
家
で
学
問
を
す
る
余
裕
の
あ
る
子
弟
に
つ
い
て
は
賄
賂
を
取
り
放
免
し
て
入
学
さ
せ
ず
、
成
人
男
子
が
い
な
い
家
で
学

問
を
す
る
余
裕
の
な
い
子
弟
を
強
制
的
に
入
学
さ
せ
、
人
民
が
被
害
を
受
け
た
。
こ
れ
が
社
学
を
改
革
す
る
理
由
で
あ
る
。
今
後
、
民
間

の
子
弟
は
、
徳
を
具
え
た
人
物
に
、
場
所
や
子
弟
の
人
数
に
関
係
な
く
、
毎
年
一
〇
月
初
め
に
開
校
し
、
一
二
月
末
に
な
っ
て
閉
校
さ
せ

る
よ
う
に
す
る
。
成
人
男
子
が
多
く
余
裕
の
あ
る
家
庭
で
い
つ
も
学
問
し
て
い
る
よ
う
な
者
は
こ
れ
を
認
め
る
。
官
庁
の
官
僚
・
胥
吏
や

里
長
・
甲
首
た
ち
が
ぬ
け
ぬ
け
と
関
わ
っ
て
混
乱
さ
せ
た
場
合
は
、
重
罪
に
処
す
。

【
第
三
三
条
】
祖
父
母
・
父
母
の
孝
養
と
祖
先
祭
祀

[

原

文]

一
、
父
母
生
身
之
恩
至
大
。
其
鞠
育
劬
勞
、
詳
載
大
誥
。
今
再
申
明
。
民�
有�
父
母
・
父
母
在
堂
者
、
當
隨
家
貧
富
奉
養
無
缺
。
已
亡

者
、
依
時
祭
祀
、
展
其
孝
敬
。
爲
父
母
者
、�
訓
子
弟
。
爲
子
弟
者
、
孝
敬
伯
叔
。
爲
妻
者
、
勸
夫
爲
善
。
如
此
和
睦
宗
族
、
不
犯
刑
憲
、

父
母
妻
子
、
朝
夕
相
守
、
豈
不
安
享
太
平
。
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�
文
式
。

維
洪
武
某
年
・
歳
次
某
甲
子
・
某
月
・
某
朔
・
某
日
、
孝
孫
某
同
闔
門
眷
属
告
於
高
曾�
考
妣
之
霊
曰
。
昔
者�
宗
相
繼
、
鞠
育
子
孫
、

懷
抱
提
攜
、
劬
勞
萬�
。
毎�
四
時
交
代
、
隨
其
寒
暖
、�
減
衣
服
、��
飲
食
。
或
憂�
於
水
火
、
或
恐
傷
於
蚊
蟲
、
或
懼
罹
於
疾
病
、

百
計
調
護
、
惟
恐
不
安
。
此
心
懸
懸
、
未
嘗
暫
息
。
使
子
孫
成
立
、
至
有
今
日
者
、
皆�
宗
劬
勞
之
恩
也
。
雖
欲
報
之
、�
知
所
以
爲
報
。

茲
者�
届
春
夏
秋
冬
、
天
気
將
温
涼
熱
寒
、�
感
昔
時
、
不
勝
永
慕
、
謹
備
酒�
羹
飯
、
率
闔
門
眷
属
以
獻
。
尚
享
。

[

訓

読]

一
、
父
母
の
生
身
の
恩
至
大
な
り
。
其
れ
鞠
育
の
劬
勞
、
詳
さ
に

『

大
誥』

に
載
す

(

１)

。
今
再
び
申
明
す
。
民
間
祖
父
母
・
父
母
の
堂
に
在

る
者
有
れ
ば
、
当
に
家
の
貧
富
に
随
い
て
奉
養
し
て
缺
く
こ
と
無
か
る
べ
し
。
已
に
亡
き
者
は
、
時
に
依
り
て
祭
祀
し
、
其
の
孝
敬
を
展

せ
。
父
母
為
る
者
、
子
弟
を
教
訓
し
、
子
弟
為
る
者
、
伯
叔
を
孝
敬
し
、
妻
為
る
者
、
夫
に
勧
め
て
善
を
為
さ
し
め
よ
。
此
く
の
如
く
す

れ
ば
宗
族
に
和
睦
し
、
刑
憲
を
犯
さ
ず
、
父
母
妻
子
、
朝
夕
相
守
り
、
豈
に
安
ん
じ
て
太
平
を
享
け
ず
や
。

祝
文
式
。

維
れ
洪
武
某
年
・
歳
次
某
甲
子
、
某
月
某
朔
某
日
、
孝
孫
某
、
闔
門
眷
属
と
同
に
高
曾
祖
考
妣
の
霊
に
告
げ
て
曰
く

｢

昔
者
祖
宗
相
い

継
ぎ
、
子
孫
を
鞠
育
し
、
懷
抱
提
攜
し
、
劬
労
万
状
な
り
。
四
時
の
交
代
に
逢
う
毎
に
、
其
の
寒
暖
に
随
い
、
衣
服
を
増
減
し
、
飲
食
を

�
節
す
。
或
い
は
水
火
に
近
づ
く
を
憂
い
、
或
い
は
蚊
蟲
に
傷
つ
け
ら
る
る
を
恐
れ
、
或
い
は
疾
病
に
罹
る
を
懼
れ
、
百
計
も
て
調
護
し
、

惟
だ
安
ん
ぜ
ざ
る
を
恐
る
る
の
み
。
此
の
心
懸
懸
と
し
て
、
未
だ
嘗
て
暫
息
せ
ず
。
子
孫
を
し
て
成
立
せ
し
め
、
今
日
有
る
に
至
る
者
は
、

皆
な
祖
宗
の
劬
労
の
恩
な
り
。
之
に
報
い
ん
と
欲
す
る
と
雖
も
、
報
い
を
為
す
所
以
を
知
る
莫
し
。
茲
者
に
節
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
に
届

り
、
天
気
温
・
涼
・
熱
・
寒
を
将
て
、
昔
時
を
追
感
し
、
永
慕
に
勝
え
ず
。
謹
ん
で
酒�
羹
飯
を
備
え
、
闔
門
眷
属
を
率
い
て
以
て
獻
ず
。

尚
く
は
享
け
ん
こ
と
を｣

と
。

[

注

釈]

(

１)

詳
載
大
誥

『

御
製
大
誥』

｢

諭
官
生
身
之
恩
第
二
十
四｣

の
記
述
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
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[

和

訳]

一
、
両
親
か
ら
こ
の
身
を
受
け
た
恩
は
こ
の
上
な
く
大
き
い
。
養
育
の
苦
労
に
つ
い
て
は

『

大
誥』

に
詳
し
く
記
し
た
。
今
、
再
度
明
示

す
る
。
民
間
で
祖
父
母
・
父
母
が
健
在
な
者
は
、
家
の
貧
富
に
応
じ
て
よ
く
仕
え
、
不
便
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
亡
く

な
っ
た
者
は
、
時
節
ご
と
に
祭
り
、
敬
慕
の
思
い
を
広
げ
よ
。
父
母
は
子
弟
を
教
導
し
、
子
弟
は
伯
父
・
叔
父
を
敬
慕
し
、
妻
は
夫
に
善

行
を
督
励
せ
よ
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
宗
族
が
仲
睦
ま
じ
く
し
て
、
法
律
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
、
父
母
妻
子
が
朝
晩
慈
し
み
、
安
寧
に

泰
平
を
享
受
で
き
る
。

祭
文
の
モ
デ
ル

洪
武
○
○
年
・
歳
次
○
甲
子
、
○
○
月
○
朔
○
○
日
、
孝
な
る
子
孫
の
○
○
、
一
家
親
族
と
と
も
に
高
祖
父
・
曽
祖
父
・
祖
父
・
父
母

の
霊
に
申
し
上
げ
ま
す
。｢

昔
、
先
祖
代
々
、
子
孫
を
養
育
し
、
抱
い
た
り
手
を
引
い
た
り
し
、
非
常
に
苦
労
さ
れ
ま
し
た
。
四
季
が
移

り
変
わ
り
度
、
寒
暖
に
応
じ
て
衣
服
を
調
整
し
、
飲
食
を
節
制
さ
れ
ま
し
た
。
水
や
火
に
近
づ
く
の
を
心
配
し
た
り
、
蚊
や
虫
に
喰
わ
れ

る
の
を
心
配
し
た
り
、
病
気
に
罹
る
の
を
心
配
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
と
保
護
し
、
た
だ
ひ
た
す
ら
安
ら
か
で
な
い
こ
と
を
心
配
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
心
は
悠
久
に
つ
づ
き
、
し
ば
し
も
止
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
孫
を
成
人
さ
せ
、
今
日
が
あ
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
の

は
、
す
べ
て
先
祖
の
苦
労
の
恩
で
す
。
こ
れ
に
報
い
よ
う
と
し
て
も
、
報
い
る
術
を
知
り
ま
せ
ん
。
今
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
季
節
を
迎

え
、
暖
か
い
・
涼
し
い
・
暑
い
・
寒
い
の
気
候
に
よ
っ
て
、
昔
を
想
い
出
し
、
永
遠
に
敬
慕
す
る
想
い
を
押
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
謹
ん
で
酒
・

肴
・
あ
つ
も
の
・
ご
飯
を
用
意
し
、
一
家
親
族
と
と
も
に
献
上
し
ま
す
。
ど
う
か
受
け
取
ら
れ
ま
す
よ
う
に｣

と
。

【
第
三
四
条
】
学
官
の
本
分

[

原

文]

一
、
各
處�
官
・
訓
導
、
遞
年
作
表
誹
謗
、
大�
不
臣
。
事
發
、
杭
州
等
學
訓
導
景
徳
輝
等
若
干
、
倶
已
伏
誅
。
今
後
天
下�
官
人
等
、

務
要
依
先
聖
先
賢
格
言
、�
誨
後�
、
使
之
成
材
、
以
備
任
用
。
敢
有
不
依
聖
賢
格
言
、
妄
主
異
議
、
蠱
惑
後
生
、
乖
其
良
心
者
、
誅
其
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本
身
、
全
家�
發
化
外
。

[
訓

読]
一
、
各
処
の
教
官
・
訓
導

(

１)

、
遞
年
表
を
作
り
て
誹
謗
し
、
大
逆
臣
な
ら
ず
。
事
發
し
、
杭
州
等
学
の
訓
導
景
徳
輝
等

(

２)

若
干
、
倶
に
已
に
誅

に
伏
す
。
今
後
天
下
の�
官
人
等
、
務
要
ず
先
聖
先
賢
の
格
言
に
依
り
て
、
後
進
を
教
誨
し
、
之
を
し
て
材
を
成
し
、
以
て
任
用
に
備
え

し
め
よ
。
敢
て
聖
賢
の
格
言
に
依
ら
ず
、
妄
り
に
異
議
を
主
り
、
後
生
を
蠱
惑
し
、
其
の
良
心
に
乖
ら
し
む
る
者
有
れ
ば
、
其
の
本
身
を

誅
し
、
全
家
化
外
に
遷
発
す
。

[

注

釈]

(

１)

教
官
・
訓
導

府
・
州
・
県
学
の
学
官
。
府
学
に
は
教
授
、
州
学
に
は
学
正
、
県
学
に
は
教
諭
が
置
か
れ
た
。
訓
導
は
そ
の
補
佐

官
。『

明
史』

巻
七
五
、
職
官
四
、｢

儒
学｣

に
よ
れ
ば
、
定
員
は
、
府
学
が
教
授
一
名
・
訓
導
四
名
、
州
学
が
学
正
一
名
・
訓
導
三

名
、
県
学
が
教
諭
一
名
・
訓
導
二
名
で
あ
っ
た
。

(

２)

杭
州
等
学
訓
導
景
徳
輝
等

景
徳
輝
に
つ
い
て
は
未
詳
。

[

和

訳]

一
、
各
地
の
学
官
が
毎
年
、
陳
情
書
に
よ
っ
て
政
治
を
非
難
す
る
の
は
、
人
倫
と
臣
下
の
道
に
背
く
も
の
で
あ
る
。
事
が
発
覚
し
、
杭
州

な
ど
の
訓
導
・
景
徳
輝
た
ち
幾
名
は
、
す
べ
て
誅
殺
さ
れ
た
。
今
後
、
天
下
の
学
官
た
ち
は
、
古
え
の
聖
人
・
賢
人
の
金
言
に
基
づ
い
て

後
学
の
人
を
教
え
、
才
能
を
開
花
さ
せ
、
任
官
に
備
え
さ
せ
よ
。
ぬ
け
ぬ
け
と
聖
人
・
賢
人
の
金
言
に
基
づ
く
こ
と
な
く
、
異
論
を
説
き
、

後
学
の
人
を
惑
わ
し
、
誠
心
に
背
か
せ
る
者
が
い
れ
ば
、
本
人
を
誅
殺
し
、
家
族
全
員
を
辺
境
に
追
放
す
る
。

【
第
三
五
条
】
郷
里
の
和
睦

[

原

文]

一
、�
里
人
民
、
住
居
相�
、
田
土
相
鄰
、
父�
以
來
、
非
親�
識
。
其
年
老
者
、
有
是
父�
輩
行
、
有
是
叔
伯
輩
行
、
有
是
兄
輩
行
者
、
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雖
不
是
親
、
也
是
同�
、
朝
夕
相
見
、
與
親
一
般
。
年
幼
子
弟
、
皆
須
敬
譲
。
敢
輕
薄
不
循�
誨
者
、
許
里
・
甲
・
老
人
量
情
責
罰
。�

年
長
者
不
以
禮
導
後
生
、
倚
恃
年
老
生
事
羅
織
者
、
亦
治
以
罪
。
務
要
鄰
里
和
睦
、
長
幼
相
愛
。
如
此
則
日
久
自
無
爭
訟
、
豈
不
優�
田

里
、
安
享
太
平
。

[

訓

読]

一
、
郷
里
の
人
民
、
住
居
相
い
近
く
、
田
土
相
い
隣
し
、
父
祖
以
来
、
親
に
非
ざ
れ
ば
即
ち
識
な
り
。
其
れ
年
老
な
る
者
、
是
れ
父
祖
の

輩
行
有
り
、
是
れ
叔
伯
の
輩
行
有
り
、
是
れ
兄
の
輩
行
の
者
有
り
。
是
れ
親
な
ら
ざ
る
と
雖
も
、
也
是

ま

た
郷
を
同
じ
く
し
、
朝
夕
相
い
見

う
れ
ば
、
親
と
一
般
な
り
。
年
幼
の
子
弟
、
皆
な
須
く
敬
譲
す
べ
し
。
敢
て
軽
薄
に
し
て
教
悔
に
循
わ
ざ
る
者
有
れ
ば
、
里
・
甲
・
老
人

の
情
を
量
り
て
責
罰
す
る
を
許
す
。
若
し
年
長
な
る
者
礼
を
以
て
後
生
を
導
か
ず
、
年
老
を
倚
恃
み
て
生
事
羅
織
す
る
者
も
、
亦
た
治
む

る
に
罪
を
以
て
す
。
務
要
ず
鄰
里
和
睦
し
、
長
幼
相
い
愛
し
め
。
此
く
の
如
く
す
れ
ば
則
ち
日
久
し
く
し
て
自
か
ら
争
訟
無
か
ら
ん
。
豈

に
田
里
に
優
遊
し
、
安
ん
じ
て
太
平
を
享
け
ず
や
。

[

和

訳]

一
、
郷
里
の
人
民
は
、
住
居
・
田
畑
が
隣
接
し
て
お
り
、
祖
父
・
父
の
代
か
ら
親
類
で
な
く
と
も
知
り
合
い
で
あ
る
。
高
齢
の
者
に
は
、

祖
父
・
父
・
伯
父
・
叔
父
・
兄
の
友
人
が
い
る
。
親
類
で
は
な
い
と
は
い
え
、
故
郷
が
同
じ
で
朝
・
夕
顔
を
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
親
類
と
同
様
で
あ
る
。
年
若
い
子
弟
は
み
な
敬
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ぬ
け
ぬ
け
と
不
誠
実
で
教
え
に
し
た
が
わ
な
い
者
が
い
れ
ば
、

里
長
・
甲
首
・
老
人
が
事
情
を
斟
酌
し
て
処
罰
す
る
こ
と
を
許
す
。
も
し
礼
に
よ
っ
て
若
者
を
教
導
せ
ず
、
高
齢
で
あ
る
の
を
よ
い
こ
と

に
事
件
を
引
き
起
こ
し
て
不
当
に
罪
に
陥
れ
た
場
合
も
、
や
は
り
罪
に
処
す
。
必
ず
近
隣
は
仲
睦
ま
じ
く
し
、
長
・
幼
は
互
い
に
慈
し
め
。

こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
し
ば
ら
く
し
て
自
然
に
訴
訟
ご
と
が
無
く
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
故
郷
で
安
ら
ぎ
、
安
寧
に
泰
平
を
享
受
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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【
第
三
六
条
】
田
産
の
売
却

[
原

文]
一
、�
里
人
民
、
或
有
生
理
不
前
、
家�
消
乏
、
因�
非
災
横�
、
缺
少
用
度
、
不
得
已
要
將
父��
置
田
地
産
業
變
賣
者
、
許
其
明
立

文
契
、
從
便
出
賣
。
里
鄰
親
属
合
該
畫
字
、
不
許
把
持��
、�
索
財
物
酒
食
。�
者
治
罪
。

[

訓

読]

一
、
郷
里
の
人
民
、
或
い
は
生
理
前
ま
ず
、
家
道
消
乏
し
、
非
災
横
禍
に
遇
う
に
因
り
て
、
用
度
を
缺
少
し
、
已
む
を
得
ず
父
祖
置
く
所

の
田
地
産
業
を
将
て
変
売
す
る
を
要
む
る
者
有
れ
ば
、
其
の
明
ら
か
に
文
契
を
立
て
、
便
に
従
い
て
出
売
す
る
を
許
す
。
里
隣
・
親
属
合ま

該さ

に
畫
字
す
べ
し
。
把
持��
し
、
財
物
酒
食
を�
索
す
る
を
許
さ
ず
。
違
う
者
は
治
罪
す
。

[

和

訳]

一
、
郷
里
の
人
民
に
、
生
業
が
上
手
く
い
か
ず
に
家
計
が
尽
き
た
り
、
不
慮
の
災
難
に
あ
っ
た
た
め
に
入
用
が
不
足
し
た
り
し
て
、
祖
父
・

父
が
設
け
た
田
産
を
や
む
を
得
ず
売
却
し
た
い
者
が
い
る
場
合
は
、
確
か
に
契
約
書
を
作
り
、
随
意
に
売
り
に
出
す
こ
と
を
許
す
。
近
隣
・

親
族
は
書
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
牛
耳
っ
て
難
癖
を
つ
け
、
財
物
や
酒
食
を
強
請
る
こ
と
は
許
さ
な
い
。
違
反
し
た
者
は
断
罪
す
る
。

【
第
三
七
条
】
逃
軍
の
逮
捕
と
兵
士
の
徴
発

[

原

文]

一
、
各
處
衛�
軍
士
、
專
在
禦
侮
防
奸
、
保
安
黎
庶
。
遞
年
以
來
、
有
因
征�
在�
、
有
在
衛�
亡
、
及
有
爲
事
充
軍�
故
者
、
各
該
衛

�
往
往
差
人
勾
丁
補
役
、
捉
拿
正
身
。
其
良
善
里
・
甲
・
老
人
、
不
敢
隠�
、�
時
勾
發
。
有
等
無
知
之
徒
、
罔
知
利
害
、
互
相
隠
蔽
、

買
嘱
有
司
、
卻
作
無
勾
戸
絶
等
項
虚
捏
回
申
、
及
至
再
行
差
人
挨
究
、
卻
又
有
丁
。
如
此
作
弊
、
獲
罪
者
亦
多
。
今
後
老
人
・
里
・
甲
、

凡�
勾
軍
、�
便
發�
、�
致
官
府
往
復
差
人
勾
擾
、�
累�
里
不
得
安
業
。�
有
名
姓
差
訛
、
冒
名
勾
取
者
、
許
於
老
人
・
里
・
甲
處

陳
告
。
其
老
人
・
里
・
甲
、�
與
體
審
窮
究
、
將
應
合
當
軍
人
的
確
姓
名�
人
解�
、�
致
赴
京
陳
告
、
輾
轉
照
勘
、
紊
煩
官
府
。
其
應
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合
當
軍
人
、
恃
頑
不
行
赴
衛
、
欺
瞞
官
府
、
捏
詞
妄
告
者
、
許
老
人
指
実
呈
解
有
司
問
罪
。
如
是
老
人
不
理
、
亦
治
以
罪
。

[
訓

読]
一
、
各
處
の
衛
所

(

１)

の
軍
士
、
専
ら
禦
侮
防
奸
し
、
黎
庶
を
保
安
す
る
に
在
り
。
遞
年
以
来
、
征
進
に
因
り
て
在
逃
す
る
有
り
、
衛
に
在
り

て
逃
亡
す
る
有
り
、
及
び
事
を
為
し
て
軍
に
充
て
ら
れ
逃
故
す
る
者
有
り
。
各
該
の
衛
所
往
往
に
し
て
人
を
差
わ
し
て
丁
を
勾
し
て
役
を

補
し
、
正
身
を
捉
拿
す
。
其
れ
良
善
の
里
・
甲
・
老
人
、
敢
て
隠�
せ
ず
、
即
時
に
勾
發
す
。
有
等
の
無
知
の
徒
、
利
害
を
知
る
こ
と
罔

く
、
互
相
に
隠
蔽
し
、
有
司
に
買
嘱
し
、
卻
て
勾
す
る
無
き
戸
絶
等
の
項
と
作
し
て
虚
捏
し
て
回
申
し
、
再
び
人
を
差
わ
し
て
挨
究
す
る

を
行
な
う
に
至
る
に
及
ば
ば
、
卻
て
又
た
丁
有
り
。
此
く
の
如
く
弊
を
作
し
、
罪
を
獲
る
者
も
亦
た
多
し
。
今
後
老
人
・
里
・
甲
、
凡
そ

勾
軍
に
遇
わ
ば
、
即
便
に
發
遣
し
、
官
府
往
復
人
を
差
わ
し
て
勾
擾
し
、
郷
里
に
連
累
し
て
業
に
安
ん
ず
る
を
得
ざ
る
を
致
す
を
免
れ
よ
。

若
し
名
姓
差
訛
し
、
冒
名
勾
取
す
る
者
有
れ
ば
、
老
人
・
里
・
甲
の
處
に
於
い
て
陳
告
す
る
を
許
す
。
其
れ
老
人
・
里
・
甲
、
即
與

た
だ
ち

に
體

審
窮
究
し
、
応
合
ま

さ

に
軍
に
当
つ
べ
き
人
の
的
確
の
姓
名
を
将
て
人
を
連
ね
て
解
送
し
、
京
に
赴
き
て
陳
告
し
、
輾
轉
照
勘
し
、
官
府
を
紊

煩
す
る
を
致
す
を
免
れ
よ
。
其
れ
応
合
に
軍
に
当
つ
べ
き
人
、
頑
を
恃
み
て
衛
に
赴
く
を
行
な
わ
ず
、
官
府
を
欺
瞞
し
、
捏
詞
妄
告
す
る

者
は
、
老
人
の
実
を
指
し
て
呈
解
し
、
有
司
罪
に
問
う
を
許
す
。
如
是
老
人
理
め
ざ
れ
ば
、
亦
た
治
む
る
に
罪
を
以
て
す
。

[

注

釈]

(

１)

衛
所

明
代
の
兵
制
の
基
本
組
織
。
軍
戸
か
ら
徴
発
さ
れ
た
軍
士
一
一
二
名

(

下
士
官
た
る
総
旗
二
名
・
小
旗
一
〇
名
と
兵
一
〇
〇

名)

で
百
戸
所
を
編
成
し
、
一
〇
の
百
戸
所
で
千
戸
所

(
軍
士
一
一
二
〇
名)

を
編
成
し
、
前
後
中
左
右
の
五
つ
の
千
戸
所
で
衛

(

軍

士
五
六
〇
〇
名)

を
編
成
し
た
。
衛
は
、
兵
部
の
下
の
親
軍
衛
、
五
軍
都
督
府
の
下
の
京
衛
、
都
指
揮
使
司
の
下
の
府
・
州
・
県
に

設
置
さ
れ
る
外
衛
の
三
つ
に
区
分
さ
れ
る
。『

明
史』

巻
九
〇
、
兵
二

｢

衛
所｣

は
、
洪
武
二
六

(

一
三
九
三)

年
に
は
全
国
に
三

二
九
の
衛
が
存
在
し
た
と
伝
え
る
。

[

和

訳]

一
、
各
地
の
衛
所
の
兵
士
の
務
め
は
、
防
衛
・
治
安
を
行
な
い
、
人
民
を
保
全
す
る
こ
と
で
あ
る
。
近
年
以
来
、
進
軍
の
際
に
逃
亡
し
た
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り
、
衛
所
か
ら
逃
亡
し
た
り
、
罪
を
犯
し
て
充
軍
さ
れ
逃
亡
す
る
者
が
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
衛
所
は
、
つ
ね
づ
ね
人
を
派
遣
し
て
成
年
男

子
を
徴
発
し
て
義
務
労
働
を
補
い
、(

逃
亡
し
た)

本
人
を
逮
捕
す
る
。
善
良
な
里
長
・
甲
首
・
老
人
は
、
け
っ
し
て
蔵
匿
せ
ず
、
す
ぐ

に
徴
発
し
て
派
遣
す
る
。
愚
か
な
輩
に
は
、
損
得
が
分
か
ら
ず
、
お
互
い
に
蔵
匿
し
、
官
庁
に
金
品
を
出
し
て
請
託
し
、
徴
発
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
戸
絶
な
ど
の
人
戸
と
捏
造
し
て
報
告
し
、
再
び
人
を
派
遣
し
て
調
査
し
て
み
る
と
、
成
年
男
子
が
居
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

こ
う
し
た
弊
害
を
起
こ
し
て
罪
に
問
わ
れ
る
者
も
や
は
り
多
い
。
今
後
、
里
長
・
甲
首
・
老
人
は
、
兵
士
の
徴
発
が
あ
っ
た
場
合
に
は
す

ぐ
に
派
遣
し
、
官
庁
が
何
度
も
人
を
派
遣
し
て
徴
発
し
、
郷
里
が
巻
き
添
え
を
食
い
生
業
に
専
念
で
き
な
い
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
せ

よ
。
も
し
姓
名
を
間
違
っ
た
り
、
姓
名
を
詐
っ
て
徴
発
さ
れ
る
者
が
い
れ
ば
、
老
人
・
里
長
・
甲
首
の
下
に
提
訴
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

老
人
・
里
長
・
甲
首
は
、
す
ぐ
に
自
ら
調
査
し
、
本
来
充
軍
す
べ
き
姓
名
と
本
人
を
送
り
、
京
師
に
や
っ
て
来
て
提
訴
し
、
次
か
ら
次
へ

調
査
し
て
官
庁
を
煩
わ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
せ
よ
。
本
来
充
軍
す
べ
き
者
が
頑
迷
に
も
衛
所
に
向
か
わ
ず
、
官
庁
を
欺
き
、
虚
言
を

吐
い
て
提
訴
す
る
場
合
は
、
老
人
が
実
状
を
示
し
て
報
告
し
、
官
庁
が
断
罪
す
る
こ
と
を
認
め
る
。
も
し
老
人
が
処
理
で
き
な
い
場
合
は

断
罪
す
る
。

【
第
三
八
条
】
越
訴
さ
せ
て
は
な
ら
な
い

[

原

文]

一
、
民�
詞
訟
、
已
令
自
下
而
上
陳
告
、
越
訴
者
有
罪
。�
司
官
吏
往
往
不�
施
行
、
致
令
越
訴
者
多
。
今
後
敢
有
仍
前
不�
者
、
以�

制
論
的
決
。

[

訓

読]

一
、
民
間
の
詞
訟
、
已
に
下
自
り
し
て
上
し
て
陳
告
せ
し
む
れ
ば
、
越
訴
す
る
者
罪
有
り
。
所
司
の
官
吏
往
往
に
し
て
施
行
に
遵
わ
ず
、

越
訴
せ
し
む
る
を
致
す
者
多
し
。
今
後
敢
て
前
に
仍
り
て
遵
わ
ざ
る
者
有
れ
ば
、
制
に
違
う
を
以
て
論
じ
て

(

１)

的
決
す
。
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[

注

釈]

(
１)

以
違
制
論

[

中
島

二
〇
〇
〇
年]

は
、『

大
明
律』

巻
三
、
吏
律
二
、
公
式

｢

制
書
有
違｣

の
規
定
に
基
づ
き
杖
一
〇
〇
に

処
す
こ
と
と
解
す
。

[

和

訳]

一
、
民
間
の
訴
訟
は
、
下
級
の
官
庁
か
ら
上
級
の
官
庁
へ
順
に
提
訴
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
の
で
、
越
訴
し
た
者
は
処
罰
す
る
。
官
庁
の
官

僚
・
胥
吏
は
、
つ
ね
づ
ね
法
を
適
用
せ
ず
、
越
訴
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
者
が
多
い
。
今
後
、
ぬ
け
ぬ
け
と
以
前
通
り
適
用
し
な
い
者
が
い

れ
ば
、
詔
勅
に
違
背
し
た
罪
に
断
罪
し
て
す
ぐ
に
刑
を
執
行
す
る
。

【
第
三
九
条
】
榜
文
の
趣
旨

[

原

文]

一
、
榜
文
内
坐
去
事
理
、
皆
係�
民
孝
弟
・
忠
信
・
禮
義
・
廉
恥
等
事
。�
在
官
吏
・
老
人
・
里
・
甲
人
等
、
當
體
朝
廷�
民
之
意
、
各

宜
趨
善�
惡
、
保
守
身
家
、
常
川�
守
奉
行
、
毋�
虚
文
、
務
在
実
效
。�
此
令
者
、
各
照�
犯
罪
之
。

[

訓

読]

一
、
榜
文
の
内
の
坐
去
せ
る
事
理
、
皆
な
民
に
孝
弟
・
忠
信
・
禮
義
・
廉
恥
等
の
事
を
教
う
る
に
係
る
。
所
在
の
官
吏
・
老
人
・
里
・
甲

人
等
、
当
に
朝
廷
の
教
民
の
意
を
体
す
べ
し
。
各
お
の
宜
し
く
善
に
趨
き
悪
を
避
け
、
身
家
を
保
守
し
、
常
川
つ

ね

に
遵
守
し
て
奉
行
し
、
視

て
虚
文
と
す
る
こ
と
毋
く
、
務
在
ず
実
効
す
べ
し
。
此
の
令
に
違
う
者
は
、
各
お
の
犯
す
所
に
照
し
て
之
を
罪
す
。

[

和

訳]

一
、
榜
文
の
中
に
列
挙
し
た
事
項
は
、
す
べ
て
孝
弟
・
忠
信
・
禮
義
・
廉
恥
な
ど
の
徳
目
を
人
民
に
教
え
る
も
の
で
あ
る
。
各
地
の
官
僚
・

胥
吏
・
老
人
・
里
長
・
甲
首
た
ち
は
、
朝
廷
の
教
化
の
意
図
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
善
事
を
好
み
悪
事
を
嫌
い
、
そ
の
身
と
家

族
を
守
り
、
つ
ね
に
遵
守
し
て
勤
務
し
、
虚
飾
と
み
な
す
こ
と
な
く
、
必
ず
効
果
が
あ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
詔
令
に
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違
反
す
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
反
内
容
に
応
じ
て
処
罰
す
る
。

【
第
四
〇
条
】
榜
文
の
徹
底

[

原

文]

一
、
直
隷
府
・
州
・
縣
、
從
監
察
御
史
、
在
外
布
政
司
・
府
・
州
・
縣
、
從
各�
按
察
司
、
常
加
申
明
。
務
要
依
榜
文
内
事
理
、
永��

守
。
敢
有�
爲
泛
常
、
不
行
申
明
者
、
治
之
以
罪
。

[

訓

読]

一
、
直
隷
の
府
・
州
・
県
は
、
監
察
御
史
従
り
、
在
外
の
布
政
司
・
府
・
州
・
県
は
、
各
道
の
按
察
司
従
り
、
常
に
申
明
を
加
う
。
務
要

ず
榜
文
の
内
の
事
理
に
依
り
、
永
遠
に
遵
守
せ
よ
。
敢
て
視
て
泛
常
と
為
し
、
申
明
を
行
な
わ
ざ
る
者
有
れ
ば
、
之
を
治
む
る
に
罪
を
以

て
す
。

[

和

訳]

一
、
直
隷
の
府
・
州
・
県
に
つ
い
て
は
監
察
御
史
が
、
そ
れ
以
外
の
布
政
司
・
府
・
州
・
県
に
つ
い
て
は
各
道
の
提
刑
按
察
使
司
が
、
い

つ
も
重
ね
て
明
示
す
る
。
必
ず
榜
文
の
中
の
事
項
に
従
い
、
永
久
に
遵
守
せ
よ
。
ぬ
け
ぬ
け
と
月
並
み
な
こ
と
と
見
な
し
、
再
度
明
示
し

な
い
者
が
い
れ
ば
、
罪
に
処
す
。

【
第
四
一
条
】
老
人
の
来
朝
を
阻
止
し
て
は
な
ら
な
い

[

原

文]

一
、
凡
理
訟
老
人
、
有
事
聞
奏
、
憑
此
赴
京
、
不
須
文
引
。�
在
關
隘
去
處
、
毋
得
阻�
。
餘
人
不
許
。
如
有
假
作
老
人
名
目
、
齎
此
赴

京
言
事
者
、
治
以
重
罪
。
欽
此
。
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[

訓

読]

一
、
凡
そ
理
訟
の
老
人
、
事
の
聞
奏
す
る
有
れ
ば
、
此
に
憑
り
て
京
に
赴
き
、
文
引
を
須
い
ず
。
所
在
の
關
隘
の
去
處
、
阻�
す
る
を
得

る
毋
れ
。
余
人
は
許
さ
ず
。
如
し
老
人
の
名
目
に
仮
作
し
、
此
を
齎
し
て
京
に
赴
き
事
を
言
う
者
有
れ
ば
、
治
む
る
に
重
罪
を
以
て
す
。

此
を
欽
し
め
。

[

和

訳]

一
、
訴
訟
を
裁
く
老
人
が
、
奏
聞
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
こ
の
榜
文
に
基
づ
い
て
京
師
に
や
っ
て
来
さ
せ
、
通
行
証
を
必
要
と
し
な
い
。

各
地
の
関
所
が
阻
止
し
て
は
な
ら
な
い
。
他
の
者
に
つ
い
て
は
認
め
な
い
。
も
し
老
人
に
な
り
す
ま
し
、
こ
の
榜
文
を
持
っ
て
京
師
に
や
っ

て
来
て
上
奏
す
る
者
が
い
れ
ば
、
重
罪
に
処
す
。
こ
れ
を
欽
し
め
。

【
あ
と
が
き
】

[

原

文]

本
部
今
將
聖
旨
事
意
、
備
云
刊
印
、
昭�
天
下
、
仰
欽�
施
行
。
洪
武
三
十
一
年
四
月

日
。

[

訓

読]

本
部
今
聖
旨
の
事
意
を
将
て
、
備
云

し
た
た

め
て
刊
印
し
、
昭
ら
か
に
天
下
に�
く
。
仰
せ
て
欽
遵
施
行
せ
よ
。
洪
武
三
十
一
年
四
月

日
。

[

和

訳]

今
、
戸
部
は
皇
帝
の
御
言
葉
の
内
容
を
記
し
て
刊
行
し
、
天
下
に
明
示
す
る
。
仰
せ
て
遵
奉
し
て
執
り
行
な
え
。
洪
武
三
十
一
年
四
月

日
。

【
里
老
人
制
研
究
文
献
一
覧
】

(

五
〇
音
順)

管
見
の
限
り
、
里
老
人
制
の
専
論
と
思
わ
れ
る
日
本
の
研
究
文
献
の
み
を
挙
げ
る
。

伊
藤
正
彦

一
九
九
六
年

｢

明
代
里
老
人
制
理
解
へ
の
提
言

村
落
自
治
論
・
地
主
権
力
論
を
め
ぐ
っ
て

｣
(『

平
成
六
〜
七

(

一
九
九
四
〜
九
五)

年
度
科

学
研
究
費
補
助
金
一
般
研
究

(

Ｂ)

研
究
成
果
報
告
書

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
社
会
・
文
化
構
造
の
異
化
過
程
に
関
す
る
研
究』)
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江
原
正
昭

一
九
五
九
年

｢

里
甲
制
と
老
人｣

(『

歴
史
研
究

(

東
京
都
立
大
学)』

二)

小
畑
龍
雄

一
九
五
〇
年

｢

明
代
極
初
の
老
人
制｣

(『

山
口
大
学
文
学
会
誌』

一)
小
畑
龍
雄

一
九
五
二
年

｢

明
代
郷
村
の
教
化
と
裁
判
―
申
明
亭
を
中
心
と
し
て
―｣
(『

東
洋
史
研
究』

一
一
―
五
・
六)

栗
林
宣
夫

一
九
五
四
年

｢

明
代
老
人
考｣

(

東
京
教
育
大
学
東
洋
史
学
研
究
室
編

『

東
洋
史
学
論
集』

三
、
不
昧
堂
書
店
、
一
九
五
四
年)

栗
林
宣
夫

一
九
七
一
年

『

里
甲
制
の
研
究』

第
一
章
第
三
節

｢

里
甲
の
機
能｣
(

文
理
書
院)

清
水
盛
光

一
九
三
九
年

『

支
那
社
会
の
研
究
―
社
会
学
的
考
察
―』

第
三
篇
第
二
章

｢

支
那
に
於
け
る
村
落
の
自
治｣

(

岩
波
書
店)

清
水
盛
光

一
九
五
一
年

『

中
国
郷
村
社
会
論』

第
一
篇
第
三
章
第
二
節

｢

教
化
を
中
心
と
し
た
る
共
同
生
活
の
規
制
―
明
の
里
制｣

(

岩
波
書
店)

中
島
楽
章

一
九
九
四
年
ａ

｢

明
代
中
期
の
老
人
制
と
郷
村
裁
判｣
(『

史
滴』

一
五)

中
島
楽
章

一
九
九
四
年
ｂ

｢

明
代
中
期
の
老
人
制
と
地
方
官
の
裁
判
―
訴
訟
文
書
に
み
る
―｣

(『

明
代
郷
村
の
紛
争
と
秩
序
―
徽
州
文
書
を
史
料
と
し
て
―』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収)

中
島
楽
章

一
九
九
五
年
ａ

｢

宋
元
・
明
初
の
徽
州
郷
村
社
会
と
老
人
制
の
成
立｣

(

同
右
書
、
所
収)

中
島
楽
章

一
九
九
五
年
ｂ

｢

明
代
前
半
期
、
里
甲
制
下
の
紛
争
処
理｣

(

同
右
書
、
所
収)

中
島
楽
章

一
九
九
八
年

｢

明
代
後
期
、
徽
州
郷
村
社
会
の
紛
争
処
理｣

(

同
右
書
、
所
収)

中
島
楽
章

二
〇
〇
〇
年

｢

明
代
の
訴
訟
制
度
と
老
人
制
―
越
訴
問
題
と
懲
罰
権
を
め
ぐ
っ
て
―｣

(『

中
国
―
社
会
と
文
化』

一
五)

濱
島
敦
俊

一
九
八
二
年

『

明
代
江
南
農
村
社
会
の
研
究』

第
一
部
第
一
章

｢

明
代
前
半
の
水
利
慣
行｣

(

東
京
大
学
出
版
会)

細
野
浩
二

一
九
六
九
年

｢

里
老
人
と
衆
老
人
―

『
教
民
榜
文』

の
理
解
に
関
連
し
て
―｣

(『

史
学
雑
誌』

七
八
―
七)

細
野
浩
二

一
九
七
七
年

｢

耆
宿
制
か
ら
里
老
人
制
へ
―
太
祖
の

『

方
巾
御
史』

創
出
を
め
ぐ
っ
て
―｣

(『

中
山
八
郎
教
授
頌
寿
記
念

明
清
史
論
集』

燎
原

書
店)

松
本
善
海

一
九
三
九
年

『

中
国
地
方
自
治
発
達
史』

第
二
篇
第
二
章

｢

明
朝｣

(『

中
国
村
落
制
度
の
史
的
研
究』

岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
所
収)

松
本
善
海

一
九
四
一
年

｢

明
代
に
お
け
る
里
制
の
成
立｣

(

同
右
書
、
所
収)

三
木

聰

一
九
九
二
年

｢

明
代
里
老
人
制
の
再
検
討｣

(『

明
清
福
建
農
村
社
会
の
研
究』

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収)

【
引
用
文
献
】
【
里
老
人
制
研
究
文
献
一
覧
】
以
外
の
引
用
文
献
を
挙
げ
る
。

内
田
智
雄
・
日
原
利
國
校
訂

一
九
六
六
年

『

律
例
対
照

定
本

明
律
国
字
解』

(
創
文
社)

小
山
正
明

一
九
六
九
年

｢

明
代
の
粮
長
―
と
く
に
明
代
前
半
期
の
江
南
デ
ル
タ
地
帯
を
中
心
に
し
て
―｣

(『

明
清
社
会
経
済
史
研
究』

東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
二
年
、
所
収)
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前
迫
勝
明

一
九
九
〇
年

｢

明
初
の
耆
宿
に
関
す
る
一
考
察｣

(『

山
根
幸
夫
教
授
退
休
記
念

明
代
史
論
叢』

上
巻
、
汲
古
書
院)

仁
井
田
陞

一
九
五
一
年

｢

中
国
社
会
の

『

封
建』

と
フ
ュ
ー
ダ
リ
ズ
ム｣

(『

中
国
法
制
史
研
究

奴
隷
農
奴
法
・
家
族
村
落
法』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

六
二
年
、
所
収)

松
本
善
海

一
九
三
六
年

｢

明
代
の
社
学｣

(『

中
国
村
落
制
度
の
史
的
研
究』

岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
、
所
収)

和
田
博
徳

一
九
八
五
年

｢

里
甲
制
と
里
社
壇
・
郷�
壇
―
明
代
の
郷
村
支
配
と
祭
祀
―｣

(

慶
応
義
塾
大
学
東
洋
史
研
究
室
編

『

西
と
東
と

前
嶋
信
次
先

生
追
悼
論
文
集』

汲
古
書
院)
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